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成果の概要 

 

背景と目的 

 平成 23 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所（以下、｢原発｣）での事故は、

海洋及び内水面の生態系へ大量の放射性物質を拡散した。事故初期に放出された主要な放

射性物質のうち、ヨウ素 131 は既に大部分が放射壊変により消失したが、平成 24 年度にお

いてもセシウム 137（Cs-137）とセシウム 134（Cs-134）の 2種の放射性セシウムは環境中

および生体中に残存し、各方面において社会的影響を与え続けている。 

 平成 23 年度末時点において、福島沿岸を中心とした海域における表層海水中の放射性セ

シウム濃度は 50mBq/kg から 80mBq/kg 程度であり、かなり濃度が低下しているとはいえ、

事故前の水準から比べるとまだ数十倍以上高いレベルにあった。また福島沖の海底土表層

には、27〜1527Bq/kg-dry の放射性セシウムが残存していた（数値はいずれも平成 23 年度

放射性物質影響解明調査事業報告書より抜粋）。海産魚については、平成 23 年 4 月から平

成 24 年 2 月までの間に水産庁データベースに登録された約 7083 検体のうち、17 種 159 件

が当時の放射性セシウム濃度の暫定規制値 500Bq/kg-wet を超えた。また平成 24 年 2 月に

測定された海産魚検体の 20%弱が、平成 24 年 4 月から新たに施行された食品中の放射性物

質の基準値である 100Bq/kg-wet を超えていた。こうした状況により、東日本地域太平洋岸

における漁業は魚種による出荷制限や漁業自粛等で著しい制限を受けた。 

平成 25 年 2 月時点においてもなお、福島県海域において 41 種の水産物が国の指示によ

る出荷制限を受けており、また岩手県で 2 種、宮城県で 4 種、茨城県で 7 種が各県の指示

による出荷制限を受けている。各県の要請、及び漁業組合の協議等により、宮城県で 2種、

茨城県で 14 種の水産物が販売の自粛を行っている（但し養殖のものは除く）。また福島県

海域では、ミズダコ、ヤ ナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、ズワイガニ、沖合性

のツブ貝(シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾ ボラモドキ及びナガバイ)、キチジ、

アオメエソ(メヒカリ) 及びミギガレイ(ニクモチ)について福島県北部において試験操業

が再開されたが、上記を除く魚種については全ての沿岸漁業及び底曳き網漁業が漁業組合

の協議による操業自粛となっている。 

 操業中の漁業においても、放射能に対する懸念から消費者の買い控え、流通における取

引停止や買いたたき等の風評被害が多く発生している。水産物の輸出にも大きな影響が現

れており、平成 23 年 4 月から 12 月における水産物の輸出金額は、スケトウダラ（生鮮・

冷蔵・冷凍）で前年同期の 49％、サケ・マス（生鮮・冷蔵・冷凍）で同 34％にまで減少し

た（数値は水産庁ホームページより抜粋）。輸出については放射性物質調査および原産地

証明にかかわる証明書の発行手続の整備や、科学的データに基づいた輸出再開交渉の努力

などにより、順次国毎に輸出の再開が進んでいるが、平成 25 年 2 月の現時点でも輸出の再

開に至っていない国および魚種が存在している。 

 内水面にあっては、状況はより深刻である。事故直後に大気からの降下物によって南東
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北地方から関東における広い範囲に沈着した放射性セシウムは、平成 23 年度末時点におい

ても森林山地を中心に残存し続けており、降雨等によって河川や湖沼に移動している。平

成 24 年 2 月から 3 月にかけて環境省が行った調査では、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、

千葉、東京、埼玉の各都県における 314 地点の河川堆積物中、約 23％にあたる 71 地点から

1000Bq/kg を超える放射性セシウム濃度が検出された（平成 23 年度水環境放射性物質モニ

タリング結果、環境省水・大気環境局）。 

淡水魚については、平成 24 年 1 月以降も岩手、宮城、福島、栃木、群馬、茨城、千葉の

各県における複数の河川で 100Bq/kg-wet を超える淡水魚が検出されており、この結果、平

成 25 年 1 月時点においても、千葉県で 1種、岩手、栃木、群馬、茨城の各県で 2種、宮城

県で 3 種、福島県で 8 種の淡水魚が各県内の複数河川で出荷制限を受けており、更に岩手

県、埼玉県で 1種、宮城、福島、栃木、群馬、茨城の各県で 4種、千葉県で 4種の魚類が、

県の要請による出荷自粛を行っている。内水面においては、漁業は観光とも強く結びつい

ているため、これらの地域では水産業のみならず地域経済全体への影響が強く懸念されて

いる。 

 長引く出荷制限、漁業の自粛等で生じている漁業者の不安に対応し、将来の予測に資す

る情報を提供するためにも、消費者の水産物に対する不安の払拭や風評被害の抑制のため

にも、事故後の水圏生態系における放射性物質の動態の解明と、それに基づいた水産物の

放射性セシウム濃度低下速度の予測のための調査研究が喫緊の課題である。このため本事

業では、福島県周辺海域ならびに内水面における水生生物について、放射性物質濃度とそ

の変化をモニタリングし、食物連鎖を通じた放射性物質の挙動を把握し、今後の濃度変化

の見通しを、科学的根拠をもって示すことに貢献することを目的とする。 

 

平成 24 年度調査結果の概要 

調査船調査、用船調査および漁獲試料の買い付けにより、茨城県・福島県および宮城県

の各海域から魚介類試料約 2500 検体、餌料生物試料約 50 検体、海水試料約 150 検体、海

底土試料約 600 検体を入手し、ゲルマニウム半導体検出器を用いて放射性セシウム濃度を

測定した。平成 23 年度において放射性セシウム濃度の明確な低下傾向が見られなかったヒ

ラメ、マダイ等の底魚類、アイナメ等の根魚類を中心に、可能な限り個体別の測定を行い

魚体長、年齢、生息深度等の個体情報と放射性セシウム濃度との対応を解析した。また炭

素・窒素安定同位体を測定し、各個体の摂食餌料の推定と、そこからの放射性セシウムの

移行に関する解析を実施した。内水面については、栃木県と福島県を中心とした複数の河

川および湖沼から淡水魚試料約 600 検体、河川および湖沼水試料約 50 試料、堆積物・落葉・

餌料生物等約 150 検体を入手し、同じくゲルマニウム半導体検出器を用いて放射性セシウ

ム濃度を測定した。栃木県の湯の湖・湯川地域を中心に環境中の放射性セシウム濃度と淡

水魚の放射性セシウム濃度との関連に関する解析を実施した。 
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[結果 1:仙台湾〜常磐海域の環境中放射性セシウム濃度の経時変化の把握] 

 福島県海域における海水中の放射性セシウム濃度は時間と共に低下していたが、水深

100m 以深において特に低下傾向が著しかった。また水深 100m 以浅では原発北側の仙台湾よ

りも、原発南側のいわき付近海域で濃度が高い傾向にあった。福島県沖の大陸棚以東の海

域では、海水の放射性セシウム濃度は表層から水深 500m 程度までほぼ一様であり、一部地

点の表層で 10mBq/kg 以上の濃度が見られた他はほぼ事故前のレベルに回復していた。一方、

福島県沖の東経 147 度における黒潮続流近傍の観測では、流軸南側の水深 300m で Cs-137

と Cs-134 の濃度ピークが発見され、この地点で福島沖の放射性セシウム含有水塊が黒潮続

流を横切って亜熱帯海域の亜表層に輸送されている事が示唆された。 

 海底土については、平成 24 年 7 月に実施した茨城県中北部および福島県海域の海底土マ

ッピング調査により、同海域の海底土表層における放射性セシウム濃度の平面分布が明ら

かになった。全体的に、放射性セシウム濃度は原発よりも南側の海域において高い傾向を

持ち、南側の海域では、特に水深数十～100 m 付近の海域で高濃度帯が南北に分布している

こと、一方でごく沿岸では濃度が低い傾向にある事が明らかとなり、放射性セシウムが徐々

に沖合に輸送されていることが示唆された。原発よりも北側の海域では、水深 100m 以浅の

ほとんどの海域で放射性セシウムは比較的低濃度であったが、ごく沿岸では高濃度の海底

土が検出されており、南側海域とは逆の空間変動の特徴を持っていた。全体的に、放射性

セシウム濃度は沖合ほど低くなる傾向を示したが、陸棚域の境界を代表する水深 200 m 付

近に沿って濃度の極小帯が見られた。 

これらのデータと平成 24 年 2 月に行った福島県沖における海底土マッピング調査結果と

の比較から、福島県沖における 2 月から 7 月にかけての海底表層土中の放射性セシウム濃

度の時間変化量を見積もると-1.7～634Bq/kg-dry となり、特に上述した高濃度帯付近での

変化量が大きい傾向にある事が分かった。また海底土の下層では 2 月から 7 月にかけて高

濃度の出現率が高まっており、原発事故由来の放射性セシウムが下層に拡散しつつある可

能性が示唆された。仙台湾では 4 地点における時系列観測の結果から、南部に比べて北部

の海底土表層放射性セシウム濃度が高い傾向にある事、福島県～常磐海域に比べて深さ方

向の放射性セシウムの濃度勾配が小さい事等が明らかになった。 

動物プランクトンの放射性セシウム濃度は平成 24 年度を通じて低下傾向にあったが、海

域別には仙台湾より福島県沖で濃度が低い傾向があった。海水に対する動物プランクトン

の放射性セシウム濃度比は、採取海域の海水中の放射性セシウム濃度が低下するに従い増

加する傾向が認められたが、これは動物プランクトン中の放射性セシウム濃度の減衰速度

が海水のそれに比べて遅いために生じている現象と考えられた。一方、底生性の小型甲殻

類の放射性セシウム濃度は福島県南部沿岸域で 3～25Bq/kg-wet の範囲であり、海域毎に値

が大きく変動する事が確認された。海水に対する底生性小型甲殻類の放射セシウム濃度比

は 3900 から 12500 に達し、動物プランクトンのそれに比べて一桁以上大きかった。小型甲

殻類は表層由来の有機物粒子を主に摂食していると考えられるが、海底土に含まれる有機
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物も一部餌料として利用しており、この事によって動物プランクトンよりも高い放射性セ

シウム濃度が維持されていると推定された。 

 

[結果 2:仙台湾〜常磐海域の海産生物中放射性セシウム濃度の経時変化の把握] 

 浮魚類の放射性セシウム濃度は低下を続けており、小型浮魚では生態半減期は 110 日程

度であった。マグロ類やカツオなどの海洋生態系の高次に位置する海産生物においても当

初の濃度から低下が進み、低濃度で推移していることが確認された。一方で、沖縄近海の

マグロ類において、微量ながらも福島第一原発由来の放射性セシウムが検出され、回遊に

より原発事故の影響が及んでいると推測された。底魚類については平成 23 年夏季以降の放

射性セシウム濃度の低下傾向が継続し、底魚類全体としての生態半減期は浮魚類の約 2 倍

の 250 日と推定された。また、観測される濃度幅も縮小していることが明らかになった。  

常磐海域の重要魚種であるヒラメの現時点における放射性セシウム濃度の生態半減期は、

福島県沖で 260 日程度、茨城県沖で 160 日程度と推定された。また、広域で調査が行われ

ているヒラメ、マダラでは福島沖の海域と隣接する茨城県沖、宮城県沖でも一定の濃度を

持つ個体が継続して出現し、回遊との関係が示唆された。 

岩礁性魚類については依然として高濃度個体の出現が継続するとともに、個体群毎の放

射性セシウム濃度のばらつきが大きい状況にある。このうち、アイナメについては、生態

半減期約 300 日での低下傾向が確認された。メバル類では、特に福島県沖のシロメバルで

濃度が高かった。また、海域別に見るとアイナメ、メバル類ともに福島沿岸中部での濃度

が突出して高く、濃度の海域差はヒラメ、マダラに比べ大きい。これは、岩礁性魚類の定

着性を反映したものと考えられた。無脊椎動物のうち沖合のエビ・カニ類、イカ・タコ類、

沖合の貝類への影響については、極めて小さいことが確認された。また、沿岸の貝類や甲

殻類のうち、初期に高濃度検出されたウバガイやアワビ、ヒラツメガニにおいても、濃度

低下が進んでいる状況が確認された。天然の海藻類においては、濃度が低下し、ほとんど

検出限界未満となった。 

 

[結果 3:代表的な魚種に関する放射性物質移行経路の推定] 

 ヒラメ、マダラ、アイナメ、ババガレイの 4 魚種について、食物連鎖を通した魚体への

放射性セシウム移行経路に関する総合的な解析を実施した。またこれらの魚種の餌料とな

る動物プランクトンと底生の小型甲殻類について、環境からの放射性セシウム移行経路と

濃縮比に関する解析を行った。 

 ヒラメは、全長 20mm 以上の個体の餌生物は、1 年を通して見ると、カタクチイワシとイ

カナゴが優占した。摂餌量は、冬に少なく、秋に多いという、季節的な変化が認められた。

胃内容物体重比の平均値は 0.98％であった。仙台湾～常磐海域外でセシウム濃度が

50Bq/kg-wet を超える個体の出現は非常に少なかった。また、仙台湾～常磐海域内でも、原

発から離れるほどセシウム濃度は低くなった。以上のことは、ヒラメが仙台湾～常磐海域
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から外に移動する割合が少ないこと、域内でもある程度の定着性があることを示唆する。

平成 24 年 4 月以降のカタクチイワシとイカナゴのセシウム濃度は、それぞれ 9Bq/kg-wet

以下（平均 2Bq/kg-wet）と 61Bq/kg-wet 以下（平均 19Bq/kg-wet）であった。胃の中の餌

の重量を 1日の摂餌量と等しいと仮定すると、ヒラメは 1日に約 0.1Bq/kg-wet のセシウム

を餌から取り込むものと推定された。平成 23 年 10 月以降に観測された生態学的半減期は、

仙台湾、福島県北部、中部、南部でそれぞれ 428、181、211、160 日（生物学的半減期は 83、

112、133、102 日）であった。当面はゆっくりとした減少傾向が続くと思われる。 

 マダラについては、体重 1kg 未満の個体で放射性セシウム濃度が顕著に低下する傾向が

見られた。体重・年齢別の食性解析と既存試料からの個体移動解析を行った結果、マダラ

が 2～6月に仙台湾から福島県沖の浅海域に回遊してくる時に、浅海域の餌生物を摂食する

事によって放射性物質が取り込まれること、さらに 1kg 以上の個体とそれ以下の個体とで

は福島浅海域における餌料生物が明瞭に異なっており、1kg 以下の個体では放射性セシウム

濃度が相対的に低いエビジャコ、シログチ等を主に摂食しているために、放射性セシウム

濃度が低く抑えられている事が分かった。 

 アイナメについては、特に春期において水深 50m 以浅で採取された個体とそれ以深の個

体との間に明瞭な放射性セシウム濃度の差異（水深 50m 以浅が高）が認められた。安定同

位対比を用いた食性解析の結果、アイナメが水深 50m 以深ではプランクトン食物網、水深

50m 以浅ではベントス食物網から主要な餌料を摂取している事が明らかとなり、これが深度

によるアイナメの放射性セシウム濃度差を発生させていると推定された。平成 24 年におけ

る深度別の時間変化の解析から、水深 50m 以深ではアイナメの放射性セシウム濃度が順調

に低下していることが明らかになった。また、水深 50m 以浅においても放射性セシウム濃

度の低下傾向が認められた。 

 ババガレイについては、福島県南部と北部で放射性セシウム濃度に明瞭な差が認められ、

福島県北部の平成 24 年度採取試料における放射性セシウムの最大濃度は 33Bq/kg-wet に留

まった。福島県南部では 100Bq/kg-wet を超える個体の発生頻度が平成 24 年 9 月まで高か

ったが、9 月以降は高濃度個体の発生頻度が激減した。平成 24 年度に採取されたババガレ

イの放射性セシウム濃度と、採取海域における表層海底土の放射性セシウム濃度との相関

を解析したところ、各月・海域毎の平均放射性セシウム濃度と表層海底土の放射性セシウ

ム濃度との間には平成 23 年度調査で得られたものと同様の相関関係が認められたが、個体

毎の放射性セシウム濃度と表層海底土の放射性セシウム濃度との間には統計的に有意な相

関関係は見られなかった。 

 

[結果 4:飼育実験による放射性物質の蓄積・減衰速度の把握] 

 本事業等のモニタリング調査で得られた高濃度に放射性セシウムを含む魚類筋肉を、市

販の配合飼料と混合し再整形することにより既知濃度の放射性セシウム含有餌料を作成し、

これを用いた各種魚介類の飼育実験を福島県水産試験場等において実施して、海水・餌料
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から各種魚介類への放射性セシウムの移行と排出に関する詳細な検討を行った。 

 放射性セシウム含有餌料によって人工的に 80Bq/kg-wet 程度の筋肉中放射性セシウム濃

度としたヒラメ稚魚を、地先海水を掛け流した試験水槽中で放射性セシウムを含まない餌

料により飼育したところ、28 日間で筋肉中放射性セシウム濃度が 30Bq/kg-wet 程度まで低

下した。一方ホッキ貝を用いた飼育実験では、放射性セシウム濃度の高い消化管内容物を

持った冬期の個体（軟体部の濃度 150～250Bq/kg-wet）を水槽中で 14 日間畜養することに

より、軟体部の放射性セシウム濃度を 100Bq/kg-wet 以下まで低下させられる事が分かった。 

 

[結果 5：内水面水生生物への放射性物質の影響調査] 

 アユの放射性セシウム濃度は、平成 23 年には 100Bq/kg-wet を越える水域が福島県、宮

城県、栃木県、茨城県、群馬県など広範囲で認められたが、平成 24 年には大きく減少し、

福島県の一部を除く地域では基準値（100Bq/kg-wet）越える水域はほとんどみられなかっ

た。 

アユは寿命 1 年で、春から秋の半年は河川で生活するものの、冬の半年は沿岸域で生息

している。沿岸生活期はカタクチイワシ等のシラス期と類似する生態を有する浮魚である。

海産魚でも浮魚の放射性セシウム濃度は著しく低下した。従って、アユは河川内での継続

的な被曝を受けず、かつ、河川内の底泥や餌（付着藻類）の放射性物質濃度も低下したた

め、多くの水域でアユの放射性セシウム濃度が大きく低下したものと推定された。一方、

福島県の新田川、木戸川、阿武隈川などでは平成 24 年 5 月にも河川底泥中のセシウム濃度

が比較的高く、7～8 月のアユの放射性セシウム濃度が基準値（100Bq/kg-wet）を越える個

体が存在することが明らかになった。従って、これらの水域では、河川内で継続的な汚染

が続いていると推定される。 

ワカサギでは、平成 23 年度には基準値（100Bq/kg-wet）を越える水域が見られたが、減

少傾向にあり、平成 24年度には群馬県赤城大沼を除く湖沼で基準値以下に低下した。他方、

イワナやヤマメなどマス類では、依然として高レベルの放射性物質が検出されている。さ

らに、ヒメマス、コイ・フナ類、ウグイ、ナマズ、ウナギから平成 24 年度にも基準値を超

える放射性セシウムが検出された事例が公表されている。しかし生活史のほとんどを海洋

に依存するサケでは、基準値を超える放射性物質は検出されていない。 

養殖魚（イワナ・サクラマス（ヤマメ・アマゴ）、ギンザケ、ニジマス、シナノユキマス、

ウグイ、フナ類、コイ、ドジョウ、モツゴ、ホンモロコ、ナマズ、ウナギ）では、ほとん

どの地域で基準値を超える放射性物質は検出されていない。なお、一部ドジョウやホンモ

ロコから基準値を超える放射性物質が確認されたが、これらは粗放的に飼育されたもので

ある。配合飼料を与えた通常の養殖魚からは基準値を超える放射性物質の蓄積は起らない

ものと推定された。 

公表データに基づく福島県の河川・湖沼における魚類の放射性物質濃度と空間線量率と

の間には正の相関関係が認められた。空間線量が概ね 0.1μSv/h 以上の環境では、魚体中
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から基準値を超える放射性物質が検出される可能性が高いものと推定された。環境省が実

施したモニタリング調査によると、福島県の秋元湖ではイワナやコクチバス、猪苗代湖で

はイワナ属やサクラマス、はやま湖ではコクチバスやナマズの放射性セシウム濃度が高か

った。これより同じ湖の中では、放射性セシウム濃度は、魚食性の強い魚種が高くなる傾

向があることが分かる。本調査の測定においても、平成 24 年 6 月 28 日の秋元湖における

放射性セシウム濃度（Bq/kg-wet）は、コクチバス：622、ブルーギル：420、フナ：287、

イワナ：233、ウグイ：266、コイ：13 であった。また、はやま湖のコクチバスは 4000Bq/kg-wet

を超える高い値を示している。これより魚食性が強いコクチバスやイワナ等の放射性セシ

ウム濃度が高く、食物連鎖（餌生物）を介した放射性セシウムの魚類への移行があったこ

とが示唆された。 
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課題番号 １－１－１ 課題名：福島県周辺海域～常磐海域の海水・海底土放射能測定

結果 
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主幹研究員・田所和明、主任研究員・岡崎雄二 

主任研究員・山崎慎太郎、藤田薫 

1．研究内容及び方法 

（１）福島県周辺海域〜常盤海域を対象に平成 24 年 4 月〜平成 25 年 3 月における海水の

放射性セシウム濃度を測定し、平成 23 年度放射能影響解明調査事業により得られた結果と

併せ、東京電力の福島第一原子力発電所（以下，第一原発）事故以降の当該海域における

海水の放射性セシウム濃度の時系列変動を調査した。また、福島県沖合海域における放射

性セシウムの鉛直分布を調べる目的で、平成 24 年 8 月および 11 月に調査を実施した。 

（２）平成 24 年 7 月の福島県～常磐海域において、緯度・経度 5分おきに海底土中の放射

性セシウム濃度を調査した。得られた放射性セシウム濃度分布の特徴を整理し，平成 23 年

度放射能影響解明調査事業において福島県沖で実施された、平成 24 年 2月における海底土

放射能調査の結果からの時間変化について評価した。また、平成 24 年に仙台湾の定点で複

数回の海底土調査を実施した。 

2．平成 24 年度進捗状況・成果 

（１）図 1 に 4 つの海域、すなわち福島県沖水深 100m 以深の北部、南部、水深 100m 以深

の南部および仙台湾に分け、平成 23 年 6 月からの海水の放射性セシウム(Cs-137)濃度の時

系列変動を示す。なお、平成 23 年 6 月から平成 24 年 3 月までの結果は平成 23 年度放射能

影響解明調査事業により得られた結果である。いずれの海域においても海水の放射性セシ

ウム濃度は時間とともに低下したが、水深 100m 以深において濃度の低下が著しかった。一

方、水深 100m 以浅では原発北側の仙台湾よりも、南側の海域で濃度が高い傾向にあった。

福島県沖合海域における放射性セシウムの鉛直分布は表層から水深 500m までほぼ一様で、

事故以前と同レベルの地点が多いものの、一部の地点では表層で 10mBq/kg 以上の事故前よ

りも濃度が高い Cs-137 が観測された（図 2）。また、本研究における Cs-134 の検出限界値

は約 1.0mBq/kg であるが、複数の地点の主に亜表層において Cs-134 が検出された。一方、

より沖合の 147˚E の黒潮流軸近傍における放射性セシウムの鉛直分布をみてみると、黒潮

流軸北側、および流軸上では表層から水深 400m までほぼ一様の濃度であり、事故前と同レ

ベルの濃度であった（図 3）。一方、黒潮流軸南側の地点では水深 300ｍにピークが認めら
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れた。Cs-134 も検出されていることから、このピークは第一原発事故由来であると考えら

れる。 

（２）平成 24 年 7 月における福島県～常磐海域の表層の海底土（海底面から 1 cm 層厚）

中の放射性セシウム（Cs-137）の濃度分布は、8.8～1243 Bq/kg-dry の範囲で変動していた

（図 4a）。これらの全調査点において、Cs-134 も検出されていることから、大部分は第一

原発事故によって形成された濃度分布であると考えられる。全体的に、放射性セシウム濃

度は第一原発よりも南側の海域において高い傾向を持ち、南側の海域では、特に水深数十

～100m 付近の海域で高濃度帯が南北に分布していることが分かった。300Bq/kg-dry を超え

る濃度帯は常磐沖北部まで分布しており、調査海域の最南端である常磐沖中部でも

200Bq/kg-dry を超える濃度が検出された。この高濃度帯と比べて、ごく沿岸では濃度が低

い傾向にあり、第一原発事故直後に岸近くに分布していたとされる表層の放射性セシウム

が、徐々に減少していることが示唆された。一方で、第一原発よりも北側の海域では、100m

以浅のほとんどの領域で放射性セシウムが数十 Bq/kg-dry と比較的低濃度であったが、ご

く沿岸では数百 Bq/kg-dry の高濃度の海底土が検出されており、南側海域とは逆の空間変

動の特徴を持っていた。全体的に、放射性セシウム濃度は沖合ほど低くなる傾向を示した

が、陸棚域の境界を代表する水深 200m 付近に沿って濃度の極小帯が見られた。これらの濃

度の相対的な濃淡の空間的特徴の多くは、より下層の海底土（１～2、2～4cm）中において

も共通して見られた（例として図 4b）。平成 24 年 2 月と 7 月における表層海底土中の放射

性セシウムの時空間変化は複雑であり、10～20km の比較的小さな空間スケールで濃度が変

化していた（図 5）。2 月と 7 月の重複調査点における濃度の差は、-1.7～634Bq/kg-dry と

幅広く、特に上述した高濃度帯付近での変化量が大きい傾向にあった。ただし、領域全体

の濃度変化量の空間平均値は、0～1cm 層厚でおよそ-19.4Bq/kg-dry、0～4cm 層厚では

-10.5Bq/kg-dry であり、総量としては大きく変化していない結果を得た。2 月に比べて 7

月では、海底土の中央粒径値と放射性セシウムの間の相関性が高まっており（図 6）、放射

性セシウムの分布形成が、海底土の粒径に依存したセシウムの吸着特性（小粒径ほど吸着

されやすい）などによって平衡状態に向かっている事が示唆された。2月に得られた海底土

の放射性セシウムの鉛直プロファイル（0～14 cm）では、深い層ほど濃度が指数関数的に

低下する特徴が得られており、7 月に得られたプロファイル（0～4 cm）も概ね同様の傾向

を示した（図 7）。ただし、2 月に比べて表層と下層の濃度差が小さい鉛直構造が出現する

傾向が強くなりつつあり、第一原発事故後に，放射性セシウム濃度が低下した後の降下物

や、海底土の再懸濁と底層流による輸送、間隙水による浸透などの過程を経て、第一原発

事故由来の放射性セシウムが下層まで分布しつつあることが示唆された。仙台湾での定点

調査における表層海底土中の放射性セシウムは、8.7～297Bq/kg-dry の範囲で時空間変動し

ていた。調査された期間のほとんどで、北部海域（E1、E4）の濃度が比較的高い傾向にあ

った（図 8）。時間変動幅は福島県～常磐海域のそれと比べると小さいが、数か月の間に 1

オーダーの濃度変化が起こっている事が分かった。福島県～常磐海域での濃度の鉛直プロ

ファイルに比べて下層への濃度低下がそれほど顕著ではなく（図 9）、福島県～常磐海域に

比べて半閉鎖的な湾特有の海洋変動によって海底土が激しく撹拌されている可能性が示唆
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される。 

３．残された課題 

（１）水深 100m 以浅の沿岸域において原発事故前の濃度レベルに低下するまで引き続きモ

ニタリングを継続する必要がある。また、147˚E の黒潮流軸近傍で認められた亜表層の放射

性セシウムのピークについて、黒潮続流よりも南の海域においてどの程度の拡がりがある

のかを明らかにする必要がある。 

（２）福島周辺～常磐海域では、依然として高濃度の放射性セシウムを持った海底土が存

在し続けており、継続的なモニタリングが必要である。今回，本事業で調査した全ての地

点から第一原発由来の放射性セシウムが検出されており，放射性物質の拡がりの全体像を

把握するためには、より広域に調査を実施しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図 1. 福島県周辺海域~常盤海域の海水の Cs-137 濃度.緑の凡例は表層、中層、近底層の平均値、

黒の凡例は表層および水深 50m の平均値、青の凡例は表層，赤の凡例は表層および近底層の平均

値を表す. 
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図 2. 平成 24 年 8 月の福島県周辺海域における海水の放射性セシウム濃度の鉛直分布. ×印の

凡例は不検出のため検出下限値を表す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図 3. 福島県東方沖，黒潮続流近傍における海水の放射性セシウム濃度の鉛直分布. ×印の凡例

は不検出のため検出下限値を表す.  
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図 4．平成 24 年 7 月の福島周辺～常磐海域における海底土中の Cs-137 濃度分布．(a) 0-1 cm

層 (b) 2-4 cm 層．  

(b) 

(a) 
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図 5．(a)平成 24 年 2 月の福島海域における海底土中の Cs-137 濃度分布． (b) 平成 24 年 2 月

から 7月にかけての Cs-137 濃度の変化量分布． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6．(左図)平成 24 年 2 月の福島海域における海底土の中央粒径値に対する海底土中の Cs-137

濃度の比較散布図． (右図) 左図と同様．ただし、平成 24 年 7 月の福島県～常磐海域調査によ

るもの．赤丸は左図と共通の調査点であることを示す． 
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図 7．(左図)平成 24 年 2月の福島海域における海底土中の Cs-137 濃度の鉛直プロファイル． 青

線は各層で得られた濃度の中央値を示す．(右図) 左図と同様．ただし、平成 24 年 7 月の福島

県～常磐海域調査によるもの．橙線は左図と共通の調査点であることを示す． 

 

 

 

 

 

図 8．仙台湾の定点調査による海底土（0-1 cm 層）中の Cs-137 濃度の時系列．  
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図 9．平成 24 年 11 月の仙台湾の定点調査による海底土中の Cs-137 濃度の鉛直プロファイル． 
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１.研究内容及び方法 

 福島県北部沖（相馬海域）および南部沖（いわき海域）のそれぞれについて、用船調査

によって陸棚域の底魚類（ヒラメ、カレイ類、マダラ等）と浅海域の岩礁性魚類（アイナ

メ、メバル等）を隔月で取得し、主要魚種について個体別測定を行った。個体別測定に基

づく詳細な解析は 1-2 章において魚種毎に記載している。また、福島県海域に隣接する宮

城県海域のうち仙台湾海域において、調査船若鷹丸による隔月の底曳き調査と亘理漁協か

らの買い付けにより試料を収集した。茨城県沖では、5月、10 月、2月に調査船たか丸によ

る底曳き調査により試料を収集した。これらの試料の放射性セシウム(以下、Cs)分析結果

と水産庁によりまとめられている当該海域における海産生物の Cs 濃度モニタリング資料

（http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html）を基に、福島県沖海域を中心と

した東日本沿岸域の海産生物の Cs 濃度の時間変化、地理的な分布を解析した。また、広域

の水産資源への影響を把握するために、沖縄海域における魚類を採取して、比較を行った。 

２．平成 24 年度進捗状況・成果 

（１）海産生物全般の変化傾向 

 水産庁により集約された資料には、平成 25 年 2月末の時点で 2万 2千件以上の海産生物

に関する Cs 濃度（Cs-134+Cs-137）の測定結果が収録され、そのうち 39％が福島県沖、14％

が茨城県沖、11％が宮城県沖のデータである。濃度変化の傾向には種毎、地域毎の違いは

あるが、全体としては海産生物のCs濃度は時間とともに低下していることがわかる（図1）。

また、濃度低下の速度は Cs-134 の 2 年、Cs-137 の 30 年の物理的半減期から想定される速

度を上回っている。さらに、現状の基準値である 100Bq/kg-wet を超える検体の出現割合も

継続的に減少し、平成 24 年 10 月以降は 5％未満で推移している。以下では、浮魚類、底魚

類、汽水魚、海藻や無脊椎動物のそれぞれについての特徴を示す。 

（２）浮魚類 

平成 23 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故発生直後の 4月に高濃度が検出され

た福島県南部いわき海域から茨城県北部海域のコウナゴ、シラスについては、同年夏季に

かけて、福島県沿岸域の海水中の Cs 濃度の急速な低下と同期して濃度が低下した。コウナ

ゴはイカナゴの、シラスは主にはカタクチイワシの仔魚であり、沿岸域の表層を浮遊して

いたと考えられることから、事故の初期に原発から漏出した高濃度水の影響を直接的に受

けて高濃度化したこと、その後の海水中の濃度の低下に加え、個体群の入れ替わりにより

濃度が低下したと推測される。図 2に示すように、事故後約１年が経過した平成 24 年春季
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には、福島県沖で採取されたコウナゴで 21Bq/kg-wet が報告されて以降はコウナゴ、シラ

スともに大半が 10Bq/kg-wet 未満～検出限界未満の濃度で推移した。さらにその 1 年後の

平成 25 年春季においては、検出限界未満となっている。 

イワシ類、サバ類、サンマなどの小型浮魚類、マグロ類、カツオなどの沖合に生息する

回遊性の浮魚類については、東日本沿岸域で採取された魚に共通して平成 23 年の夏季にか

けて Cs 濃度の上昇が観察された。小型浮魚ではマサバ、カタクチイワシで濃度が高い傾向

にあり、マサバの最高値は 200Bq/kg-wet に達した。同年秋季以降は濃度が低下し、平成 24

年はじめに 20Bq/kg-wet 以下となり、平成 24 年末以降は 5Bq/kg-wet 以下で推移している。

小型浮魚のマサバ、マイワシについて（図 3）、平成 23 年の夏季以降の濃度低下の速度は生

態半減期で 105～115 日程度と推定された。なお、銚子沖で平成 24 年に採取されたマサバ、

マイワシ試料を灰化して行った分析から Cs-137 濃度が 0.6Bq/kg-wet 未満となっているこ

とから、現状では事故前のレベルの概ね 10 倍程度のレベルまで濃度低下が進んでいると判

断された。 

東日本沖合及び本州南方海域で採取されたカツオ・マグロ類から検出される Cs 濃度は、

カツオでは事故直後に検出された 33Bq/kg-wet、クロマグロでは平成 23 年 10 月に福島県沖

のメジマグロで検出された 41Bq/kg-wet を最高値とし、平成 23 年秋季以降に低下が進み、

翌冬季には 10Bq/kg-wet 以下にまで低下した（図 4）。平成 24 年春季以降は 5Bq/kg-wet 以

下で推移している。一方、遠方の沖縄海域で平成 24 年 12 月～平成 25 年 2 月に採取された

キハダ、メバチ試料の分析により、微量の Cs-134 が検出されたことから同海域を回遊する

これらの魚においても東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質が取り込

まれていることが明らかになった。なお、沖縄海域で採取されたキハダおよびメバチの Cs

濃度は、東日本沖合海域の魚に比べ、相対的に低いレベルにある。 

（２）底魚類・岩礁性魚類 

 底魚類・岩礁性魚類の Cs 濃度は全体として緩やかな低下傾向を示している（図 5）。平成

23 年 7-9 月期以降の底魚・岩礁性魚類の四半期別中央値から推定した生態学的半減期は 250

日であり、これは浮魚類の約 2倍となっている。低下傾向が明瞭になるのは平成 24 年に入

ってからであり、これ以降、100Bq/kg-wet を超える検体の出現率も継続的に低下している。 

 福島県沖における底魚類のうち異体類では、ヒラメ、マコガレイ、イシガレイ、ババガ

レイで比較的高い濃度が検出され、このうちイシガレイ、マコガレイでは平成 24 年 10 月

以降も 1,000Bq/kg-wet を超える値が報告された。その一方で上記４魚種における

100Bq/kg-wet を超える試料の割合は平成 24 年 4 月～9 月に 20～49%であったものが、平成

24 年 10 月から平成 25 年 3 月の間では 9～24%に半減しており、濃度の低下傾向は明瞭にな

っている。なお、主に 100ｍ以深の海域に生息するアカガレイ、ムシガレイ、ヤナギムシガ

レイ、ミギガレイ等は低い濃度で推移している。茨城県沖においては平成 24 年 4 月～9 月

の間にイシガレイ 3 検体、ヒラメ 1 検体で 100Bq/kg-wet を超えたが、10 月以降は

100Bq/kg-wet を超える検体の出現はない。宮城県沖仙台湾では平成 24 年 4 月～9月の間に
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ヒラメ 4検体、平成 24 年 10 月以降ではイシガレイ１検体で 100Bq/kg-wet を超えた。常磐

海域の重要魚種であるヒラメについて、福島県沖、茨城県沖、宮城県沖で採取された試料

の濃度の時間変化を図 6 に示す。事故発生後初期から測定が行われている茨城県沖および

福島県沖の時間変化には、浮魚と同様に平成 23 年夏季にかけての濃度上昇とそれ以降の濃

度低下が明瞭に認められる。平成 23 年夏季以降のデータから生態半減期は福島県沖で 260

日、茨城県沖については 160 日と見積もられた。濃度の海域差を検討するため、平成 24 年

4 月以降のヒラメ試料のデータを基に、茨城県沖から宮城県沖にかけての各海域の中央値を

求めた（図 7）。東京電力福島第一原子力発電所沖とその南の海域を含む福島県中部沖で相

対的に濃度が高く、南と北の両方向に濃度が低くなる地理分布となっている。茨城県沖お

よび宮城県沖中央値は福島県沖の 1/5 程度の値となっている。この結果は、ヒラメの同海

域における回遊生態を考慮すると、福島県沖で放射性物質濃度の高い環境を経験した魚が

回遊により周辺海域にも出入りしていることを反映したものと考えられる。 

 底魚のうち、回遊範囲の広いマダラについては、濃度の高い魚の出現頻度は小さい（平

成 24 年 4 月以降に 100Bq/kg-wet の基準値を超える割合は全試料の 2%未満）ものの、

100Bq/kg-wet を超える魚の出現が福島県沖、茨城県沖、宮城県沖に加えて青森県沖に及び

広域化したことが特徴である。このことは、福島県およびその隣県におけるマダラの濃度

の地理的な分布にも表れている（図 7）。各海域のマダラ試料の濃度の中央値の比較から福

島県沖で総体的に濃度が高いと同時に、茨城県北部沖、宮城県南部沖でも福島県沖の 1/2

以上の濃度となっていることがわかる。マダラについては、引き続き茨城県沖から北海道

沖まで海域でのモニタリングの継続的な実施が必要である。 

 アイナメ、メバル類等の岩礁性魚類の Cs 濃度は採取された海域毎の差が大きく、平成 23

年度時点では全体として Cs濃度の推移に関して明瞭な低下傾向を認めることができなかっ

た（平成 23 年度放射性物質影響解明調査報告書、p17）。また、これらの魚種では、継続的

に 1,000Bq/kg-wet を超える濃度を持つ個体が出現し、その要因の解明が課題となっていた。

このため、茨城県沖、福島県沖、宮城県沖のアイナメについてのモニタリング結果および

本事業により採取された福島県沖のアイナメの測定データを基に、濃度変化の特徴を解析

した。図 8 には、本事業により福島県沖で採取したアイナメの個体別測定結果を重ねて表

示しているが、概ねモニタリングデータが個体別測定結果と同程度のばらつきを持つこと

が確認できる。時系列からは福島県沖のアイナメについても Cs 濃度の有意な低下傾向が存

在することがわかる。福島県沖の測定試料全体を対象にしたトレンドの解析からアイナメ

の Cs 濃度の生態半減期は 300 日（平成 23 年 9 月～平成 25 年 3 月）と見積もられた。特に

平成 24 年 4 月以降、低下傾向が明瞭になり、平成 24 年夏季以降では 1,000Bq/kg-wet を超

える濃度は検出されていない（原発の 20km 圏内を除く）。なお、茨城県沖のアイナメにつ

いての生態半減期は 180 日（平成 23 年 9 月～平成 25 年 3 月）と推定される。福島県沖の

メバル類の濃度は、アイナメよりも高めで推移し、また、低下傾向も緩やかである。測定

数の多いキツネメバル、シロメバル、ウスメバル、クロソイ、ムラソイの中では、シロメ
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バルで濃度が高い（図 9）。ヒラメと同様にアイナメ・メバル類についても、茨城南部から

宮城北部までの 7 海域について、平成 24 年 4 月以降の海域毎の Cs 濃度中央値を用いて濃

度の海域差を検討した（図 10）。アイナメ・メバル類ともに福島県中部の原発周辺海域及び

その南の海域で濃度が高く、次いでいわき海域で高く、相馬海域では福島県中部沖の 3 分

の１以下の濃度になっている。隣接２県でのアイナメ・メバル類の Cs 濃度は福島県中部沖

の 10 分の 1以下である。岩礁性魚類における高濃度魚出現の福島県沖への集中は、岩礁性

魚類の定着性の高さおよび初期の高濃度水の影響の有無を反映したものと考えられる。 

（３）汽水魚 

 底魚、岩礁性魚類以外の魚種で、これまでに汽水魚のスズキ、クロダイで 1,000Bq/kg-wet

を超える濃度が検出されている。図 11 に千葉県沖～宮城県沖のスズキ、茨城県沖～宮城県

沖のクロダイのモニタリング結果を示す。スズキについては福島県沖、宮城県沖のスズキ

の個体別測定結果も示した。スズキの時間変化には散発的に数百 Bq/kg-wet の濃度を持つ

魚が出現するものの、平成 24 年に入ってからは全体としては継続的な濃度低下が認められ

る。海域毎に見ると、濃度は福島県沖で相対的に高く 100Bq/kg-wet 超の個体の出現が平成

24 年 10 月以降も継続している。また、近隣の宮城県沖、茨城県沖ではそれぞれ 2件、さら

に千葉県沖でも 1 件の出現が平成 24 年 10 月以降にあった。福島県沖のスズキの濃度に対

する中央値での比較では、宮城県沖のスズキで福島県沖の 50％の濃度、茨城県沖では 70％、

千葉県沖では 30％の濃度となっており、汚染の広域性が明瞭に現れている。クロダイでは

平成 24 年 7 月に宮城県沖の仙台湾沿岸で採取された個体から 3,300Bq/kg-wet が検出され

るなど、福島沖に比べ仙台湾で高濃度魚が出現する傾向がある。また、測定数は少ないも

のの、クロダイの濃度変化にもスズキと同様の特徴が観察される。スズキ、クロダイなど

の汽水域を利用する魚類では、汽水域に生息する時期に電解質を体内に留める方向に浸透

圧調節機能が働き、Cs の排出が滞り、濃度が高いままに推移すると推測されており、観察

される濃度の地理的な分布と各地域における汽水域の関係についての調査が高濃度魚の出

現機構解明のために必要である。 

（４）無脊椎動物、海藻類 

 福島沿岸における貝類、海藻類等の Cs 濃度は事故直後に急激に上昇したと考えられ、そ

の後、調査が開始された平成 23 年 5 月以降は継続して低下し、平成 24 年春季には海藻は

ほとんど不検出、貝類では最大値が 100Bq/kg-wet を下回るようになっていた。また、イカ・

タコ等の頭足類は魚や海藻、貝類に比べて生体内への Cs 移行量が少なく、福島沿岸でも事

故直後に数百 Bq/kg-wet を記録した後は、速やかに Cs 濃度が低下して、平成 23 年春季に

はほとんどの試料で Cs 濃度が検出限界未満となっていた。福島沿岸におけるこれらの生物

についてその後の推移を解析すると（図 12）、海藻類と頭足類についてはほとんど全ての試

料について Cs 濃度が検出限界未満で推移し、貝類では、継続して測定がおこなわれている

ウバガイで、平成 24 年 5 月までに Cs 濃度が 40Bq/kg-wet 以下にまで低下し、さらに平成

24 年 8月以降は 10Bq/kg-wet～検出限界未満で推移していることがわかった。 
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甲殻類のうち沖合に生息するズワイガニ、ベニズワイガニでは当初からの検出限界未満

が継続している。浅海域のヒラツメガニについては、平成 23 年 6 月に最大値となる

360Bq/kg-wet が報告された後、濃度低下が進み、平成 24 年にはいってからは 50Bq/kg-wet

未満で推移し、さらに平成 24 年秋季以降は 20Bq/kg-wet～検出限界未満となっている。無

脊椎動物のうちキタムラサキウニについては、平成 23 年 6 月から 12 月にかけて

500Bq/kg-wet を超える濃度が検出され、平成 23 年 12 月の 1,660Bq/kg-wet が最高値となっ

ている。他の無脊椎動物に比べれば高めに推移しているが、平成 23 年 6 月から継続的な濃

度低下が観察され、平成 24 年の 8 月以降は 100Bq/kg-wet を超える濃度は報告されていな

い。 

３．残された課題 

 浮魚類と海藻・無脊椎動物のほとんどの種については Cs 濃度が基準値を大きく下回り、

基準値を超える試料もほとんどない状態になっている事が確認された。一方で、福島県沖

の底魚類・岩礁性魚類、汽水魚についてはまだ基準値を上回る試料が出現しており、経過

を注視する必要がある。これまでのモニタリングにより、高濃度が検出される海産生物の

種類、汚染の時空間分布の特徴が明確になってきた。これらと環境中の放射性物質の分布

や各魚種の生理生態的な特性との関係を明らかにすることが濃度変化の見通しを示すため

に重要な課題である。特に、各魚種において同一の海域おいても個体間で濃度に大きな差

があることのメカニズムの解明が必要である。 
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図 1．東日本沖の海産生物の Cs 濃度（CS-134+CS-137）の経時変化。水産庁公表データを用

い、生息層等の分類毎に表示した。なお、検出限界未満のデータ除いた。 

 

図 2 茨城県沖、福島県

沖、宮城県沖のコウナゴ、

シラスの Cs 濃度の経時

変化。N.D.は検出限界未

満のデータを示す。 
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図 3 東日本沖の小型浮魚

類（マイワシ、カタクチイ

ワシ、マサバ、ゴマサバ、

サンマ）の Cs 濃度の経時

変化。N.D.は検出限界未満

のデータを示す。 

 

 

 

 

 

図 4 東日本沖及び本州南

方のマグロ類、かじき類、

カツオの Cs 濃度の経時変

化。N.D.は検出限界未満の

データを示す。 

 

 

 

 

 

 

図 5 東日本沖の底魚類の

四半期毎の中央値（━）、

25 および 75 パーセンタイ

ル値（四角の底辺と上辺）、

99 パーセンタイル値（━）、

最大値（縦線の上端）、最

小値（縦線の下端）を示す。 
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図 6 茨城県沖、福島県

沖、宮城県沖のヒラメの

Cs 濃度の経時変化。N.D.

は検出限界未満のデー

タを示す。赤（緑）のラ

インは福島沖（茨城沖）

のアイナメの濃度低下

の近似曲線を示す。 

 

 

 

 

 

図 7 宮城県沖、福島県

沖、茨城県沖のヒラメお

よびマダラの Cs 濃度の

空間分布。海域を 7つの

小海区に分割し、海区毎

に平成24年4月以降のデ

ータから中央値を算出し

表示した。 

 

 

 

図 8 宮城県沖、福島県沖、

茨城県沖のアイナメの Cs

濃度の経時変化。N.D.は検

出限界未満のデータを示

す。水研センターの福島沖

採取データによる個体別

測定値も表示している。赤

（緑）のラインは福島沖

（茨城沖）のアイナメの

Cs 濃度低下の近似曲線を

示す。 
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図 9 東日本沖のメバル類

（キツネメバル、シロメバ

ル、ウスメバル、クロソイ、

ムラソイ）の Cs 濃度の経

時変化。N.D.は検出限界未

満のデータを示す。 

 

 

 

 

 

 

図 10 宮城県沖、福島県沖、

茨城県沖のアイナメ、メバ

ル類のCs濃度の空間分布。

海域を7つの小海区に分割

し、海区毎に平成 24 年 4

月以降のデータから中央

値を算出し表示した。 

 

 

 

図 11 東日本沖の汽水魚

（スズキ、クロダイ）の Cs

濃度の経時変化。N.D.は検

出限界未満のデータを示

す。福島県沖および宮城県

沖で採取したスズキの個

体別測定結果も併せて表

示した。 
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図 12 福島県沖の無脊椎

動物、海藻類の Cs 濃度の

経時変化。N.D.は検出限界

未満のデータを示す。 
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1．研究内容及び方法 

 仙台湾において用船による ADCP（超音波多層流速計）の半日調査を平成 24年度放射性物

質影響解明調査事業における放射性物質サンプリング調査と同じ場所でほぼ同時期に行い、

当該海域における海水中の放射性セシウム（Cs-137）の流れによる輸送について調査した。

沿岸域では潮流による半日周期や一日周期の往復流が一般的には卓越するため、固定点に

おいて潮汐周期（半日）以上の時間にわたって複数回の流速測定を行い、この流速の時間

変動データから潮汐成分を除去した成分（一般的には残差流という）を平均的な流れ（恒

流）として取り扱う。恒流は潮汐周期あるいはそれ以上の長期にわたって一定方向に流れ

る成分であるため、物質輸送を考える上ではこの成分を高精度に分離することが不可欠で

ある。本研究では、仙台湾の集中観測点 C5を挟むように設けた約 10kmの測線（図 1）にお

いて ADCP観測を行い、この測線における残差流を推定することを目的とする。刺し網漁船

を用船し、ADCP(TRD-instruments 製 600kHz Workhorse Sentinel)を取り付け、測線上を約

半日にわたって往復する調査を実施した。観測は平成 24 年 7月 10 日、8 月 7 日、11 月 30

日、平成 25 年 1 月 31 日に行った。測線上を往復しながら、測線上に設けた 6 点（図 1 赤

丸）で測流を行い約 8～12 回の流速データを得た。筧（2011）の手法を用いて、仙台湾の

潮位の時間変動に振幅比と位相差を与えたものを観測した流速データにフィッティングさ

せることにより、平均流速成分と潮流成分を推定した。以下では推定された平均流速成分

を恒流成分として取り扱う。 

 

2．平成 24年度進捗状況・成果 

 図 2 に 8 月の表層における流速の実測値（●）と推定した流速の東方（赤）および北方

（青）成分の時系列を示す。午前中には 10cm/sを越える北東～北流、正午から夕方にかけ

て 10cm/s 程度の南西～西流となっている。推定された平均流速の東方、北方成分（破線）

はそれぞれ 3.41、2.88cm/sであり、放射性物質サンプリング時などに瞬間的に測定された

流速では、この点の平均的な流速を代表できないことがわかる。 

 8 月に C5で採水された海水中の Cs-137濃度の鉛直分布は図 3のように、表層および底層

で約 10mBq/kgと高く、中層で 3.74mBq/kg と低濃度であった。多項目水質計（JFE アドバン

テック製 AAQ1186）観測の結果では、塩分 33.0PSU以下の低塩水が水深 10m以浅に分布して

いた（図 4）。8月の平均流速の東方成分の断面分布（図 5）では、表層と底層で正（東流）、

課題番号 1-1-3 課題名：仙台湾における ADCP観測から推定される放射性物質の

流れによる輸送 

研究機関・研究グループ名 東北区水産研究所 資源海洋部 海洋動態グループ、中央水産

研究所 海洋・生態系研究センター 放射能調査グループ 

担当者職名・担当者名 主任研究員・筧茂穂、グループ長・伊藤進一、任期付研究員・

帰山秀樹、研究員・藤本賢、グループ長・小埜恒夫、任期付研

究員・安倍大介 
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中層で負（西流）となっており、表層での東流の分布と塩分 33.0PSU 以下の低塩水の分布

はよく一致している。このことから海水に比べると Cs-137濃度の高い河川水が海水と混合

しながらエスチュアリー循環を形成し、表層で沖側に流出していることが推察される。中

層の海水の Cs-137 濃度が低かったのは、沖側から Cs-137 濃度の低い海水が流入していた

ためと考えられる。多項目水質計で測定した Chl.aの断面分布では、海底直上 5～10m付近

に 3μg/L以上の高濃度の Chl.aの分布が見られる（図 6）。この高 Chl.a層は、東流の分布

および Cs-137 濃度が比較的高い層と一致しているが、植物プランクトン自体に Cs-137 が

蓄積されているのか、Cs-137 を高濃度に含んだ堆積物が海底から巻き上がっているのかは

現状では不明である。 

 次に平均流速の南北成分について記述する。平均流速の南北成分は 7月の水深 5m以浅を

除き、4 回の観測ともほぼ断面全体で南流となっていた。連続的な観測データではないが、

どの季節にも仙台湾から福島県の方向に Cs-137 が輸送されていることを示している。7 月

の表層付近の北流は観測時に吹いていた 5m/s程度の南東風に伴う吹送流であると考えられ

る。このときのように比較的強い南寄りの風が連吹すると、表層では北流となり、河川由

来の Cs-137 濃度の比較的高い表層水が仙台湾の北部に輸送されることとなる。4 回の観測

での南流の断面平均は 3.0～4.5cm/s程度であり、海水中の平均的な Cs-137濃度を 5mBq/kg

と仮定すると 1m2 の鉛直断面における Cs-137 の流れによるフラックスは 1.0～1.5×

104Bq/m2/dayとなる。本研究の ADCP観測断面全体では 4.9～7.4×109Bq/dayの Cs-137が福

島県側に輸送されていることになる。 

 

3．残された課題 

 該当海域では潮流以外にも内部潮汐や慣性振動など、流速のフィッティングに用いた潮

位の変動とは異なる周期を持つ振動流も発生しうる。調査に用いる船の限界から半日程度

の観測しかできないが、潮流以外の振動流を精度よく除去するためには 25時間あるいはそ

れ以上の連続観測が必要である。また、本研究で得られた平均流速成分は限られた場所の

限られた時間における分布であるため、湾規模での流速分布やその時間変動を議論する上

では数値モデルによって再現された流速分布と比較することが不可欠である。逆に、本研

究で得られた流速データは、数値モデルのパラメータをチューニング上でも非常に重要と

なる。 

また、阿武隈川河口の東側にあたる当該海域で、表層と底層の海水に比較的高濃度の

Cs-137 が含まれていたが、これらどこから供給されたものなのか不明である。表層につい

ては阿武隈川からの供給が考えられるため、阿武隈川の河川水中にはどの程度の Cs-137が

含まれ、河口域で他の懸濁物質と同様に凝集作用でどの程度沈降し、どの程度が海域に流

出するのかを明らかにすること、すなわち mixing diagram の作成が不可欠である。これに

より、Cs-137 の凝集の有無を調べることが可能となり、凝集が起きている場合にはその規

模、堆積場所の推定が可能となる。堆積が起きている場合、堆積した Cs-137が再懸濁する

などして、海洋の底層環境に影響を及ぼす可能性もある。このような河川～河口～海洋に
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おける一連の Cs-137 の挙動を明らかすることも、今後の海洋生態系への Cs-137 の蓄積過

程の解明には必要と考えられる。 

 

 

 

 

図 1. 仙台湾調査測点．○は ADCP調査測点（本研究），○は若鷹丸による仙台湾調査通常測

点，●は同集中観測点（放射性物質分析用サンプリング実施点）を示す. 

 

 

 

図 2. 実測された流速（●）と推定した流速（実線）．破線は平均流速成分，赤・青はそれ

ぞれ流速の東方・北方成分を示す． 
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図 3. 平成 24年 8月の C5における海水中の Cs-137濃度． 

 

 

 

 

 

図 4. 平成 24年 8月における ADCP観測断面での塩分分布． 
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図 5. 平成 24年 8月における平均流速東方成分．正（赤）は東流（流出）を示す． 

 

 

 

図 6. 平成 24年 8月における ADCP観測断面での Chl.a分布. 
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番号 1-2-1 課題名：生態系における放射性物質濃度の移行経路（ヒラメ） 

研究機関・研究グループ名 東北区水産研究所 沿岸資源グループ、資源管理グループ 

中央水産研究所 海洋生態系研究センター 放射能調査グルー

プ 

担当者職名・担当者名 グループ長・栗田 豊、研究支援職員・中根幸則、任期付研究

員・玉手 剛、任期付研究員・重信裕弥 

1．研究内容及び方法 

 ヒラメ体内の放射性セシウム（以下、セシウム）濃度推移および摂餌生態の解析により、

セシウムの取り込み・排出過程の特徴を明らかにするとともに、排出速度を推定して、将

来予測を試みた。 

①汚染時期の推定 公表されているモニタリングデータの解析および年齢別・季節別分布

水深に関する既往の知見から、汚染時期を推察した。 

②取り込み量の推定 平成 23年 7月～平成 24年 12月に仙台湾の水深 30～80m地点でトロ

ールにより魚類を採集した（図 1）。季節ごと（春、6月；夏、7～9月；秋、11～12月；冬、

2月）にまとめて、全長（20～30cm、30～40cm、40cm～）ごとに、胃内容物重量の体重比（SCI(%)、

空胃個体を含んだ平均値）および餌生物組成を調べた。 

③公表されているヒラメのセシウム濃度の推移を、仙台湾、福島県北部、福島県中部、福

島県南部について解析し、それぞれの区域における実測された半減期を求めた。さらに②

の結果と合わせて、生物学的半減期を推定した。推定は以下の式によった。 

  Cn+1 = (0.9×DR×F + Cn)×exp((ln0.5)/BH) 

Cn:ｎ日のセシウム濃度(Bq/kg） 

F：餌生物のセシウム濃度(Bq/kg) 

DR：日間摂餌量（体重に対する割合） 

BH：生物学的半減期 

④以上のことから、今後のヒラメのセシウム濃度の推移について、考察した。 

 

2．結果と考察 

①汚染時期の推定 事故後 3 ヶ月ごとのセシウム濃度は、平成 23 年 7－9 月が平均

100Bq/kg-wetで最も高く、その後減少傾向が認められた（図 2）。このことは、事故直後の

一定期間に海水および餌から高濃度のセシウムを取り込んだが、その後は体内のセシウム

濃度を上昇させる水準の取り込みがないことを示唆する。セシウムの移行経路は、海水→

植物プランクトン→動物ブランクトン→カタクチイワシ・イカナゴ→ヒラメと考えられ、

この経路の長さが、ヒラメのセシウム濃度のピークを比較的遅らせた一因であると考えら

れる。また、ヒラメは季節的に深浅移動を行う。3月は海水温が低く、ヒラメの分布は沖合

（50～200m 程度）である。このため、沿岸に生息する魚種に比べて、事故直後に海水から

直接取り込んだセシウム量が相対的に少なかったと推察される。 
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②20～30cm の個体は、甲殻類、ハゼ類、シログチなどを比較的多く摂餌していたが、1 年

を通して見ると、すべてのサイズグループでカタクチイワシとイカナゴが優占した（図 3）。

摂餌量は、冬に少なく、秋に多いという、季節的な変化が認められた。SCIの平均値は 0.98%

であった。 

③これまで個体別に解析した 202 個体（全長 210～713mm）のうち、274mm 以上の個体には

体サイズとセシウム濃度の関連性が認められなかった（図 4）。したがって、公表されてい

るモニタリングデータ（サイズ不明だが、300mm以上であると思われる）の解析結果は、個

体群を代表していると考えて問題ないと思われた。 

仙台湾～常磐海域外でセシウム濃度が 50Bq/kg を超える個体の出現は非常に少なかった。

また、仙台湾～常磐海域内でも、原発から離れるほどセシウム濃度は低くなっていた。以

上のことは、ヒラメについては仙台湾～常磐海域外に移動する割合が小さいこと、域内で

もある程度の定着性があることを示唆する。 

 平成 24年 4月以降のカタクチイワシとイカナゴのセシウム濃度は、それぞれ 9Bq/kg 以

下（平均 2Bq/kg）と 61Bq/kg以下（平均 19Bq/kg）であった。胃の中の餌の重量を 1日の

摂餌量と等しいと仮定すると、ヒラメは 1日に約 0.1Bq/kg（=(2+19)/2×0.98/100）のセシ

ウムを餌から取り込むと推定された。仙台湾、福島県北部、中部、南部におけるヒラメの

セシウム濃度は平成 24年 10月現在、それぞれ 18、31、42、27Bq/kg（対数変換した値の平

均値を自然数に再変換した値）であった。平成 23 年 10 月以降に観測された体内濃度の半

減期は、それぞれ 428、181、211、160 日、生物学的半減期はそれぞれ 83、112、133、102

日であった（図 5）。当面はゆっくりとした減少傾向が続くと思われた。 

④現在観察される半減期（仙台湾を除く）では、1年に 1/4程度に減少する。一般に、体内

濃度が餌濃度に近づけば、観察される減少速度は遅くなる。一方、餌のセシウム濃度が低

下すれば、観察される減少速度は速くなる。両者の兼ね合いで速度は変化すると思われる。

当面は現状と同様の速度で低下するものと思われる。 

 

3． 残された課題 

 摂餌量の推定、モニタリングデータの解析の際に行っている外れ値の特定方法、海水お

よび餌からの取り込み量の推移の定量評価など、多くの変数の解析をつめる必要がある。 

 ヒラメの生物学的半減期の文献値は、30日および 60日（ともに体重約 400g、水温 15℃）

である。常磐海域のヒラメの漁獲サイズは 1,000～2,000g 程度であると思われる。また、

生息水温は平均 12℃程度である。生物学的半減期は、体重増加ならびに水温低下に伴い長

期化すると予想される。推定された生物学的半減期(83～133日)が妥当な値であるかどうか、

検討する必要がある。 

 平成 23年（2011年）夏に生まれた個体は、事故直後の高濃度セシウム海水に暴露されて

いない。また、平成 22年（2010年）夏に生まれた個体は、事故当初は全長 20cm程度であ

り、分布や食性がそれ以前に生まれた個体と異なっていたと推察される。今後、年級群ご
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とにヒラメのセシウム濃度の解析を行うことで、事故直後に海水から取り込んだ量や餌か

らの取り込み量について、より詳しい推定値が得られることが期待される。 
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1. 研究内容及び方法 

広い範囲で食品中の放射性物質の基準値を越える放射性セシウムが検出されているマダラ

について、分布域の変化に伴う食性の変化や主要餌生物のセシウム濃度を調べることによ

り、放射性セシウムが取り込まれる経路を推定した。水産庁で公表されているデータから、

平成 24年 4 月～平成 25 年 1 月における県別の放射性セシウム濃度の時系列結果を求め、

その傾向を調べた。また、1kg未満と 1kg以上に分けて公表されている宮城県分については

分けて示した。 

生息場所の変化にともなうマダラの食性の変化を明らかにするため、仙台湾の水深 40～80m

および福島の第一原発沖水深 250mで採集されたマダラの胃内容物重量組成を調べた。 

また、餌生物のセシウム濃度を実際に得られたサンプルの分析結果および既往の知見を元

に調べた。 

 

2. 結果および考察 

北海道から茨城県に至るすべての道県で 90Bq/kg-wet 以上の個体が出現していた。時系

列で見ると、北海道～宮城県では減少傾向が認められたが、福島沖および茨城沖では平成

24 年 11 月以降に比較的高い個体が出現しており、減少傾向は認められなかった（図 1）。

宮城県では、1kg未満では最大 36Bq/kg-wetであったのに対し、1kg以上では 100Bq/kg-wet

程度の個体が散見された（図 2）。 

 体サイズに依存したセシウム濃度の差異が認められたため、体重 1kg 未満と 1kg 以上に

分けて仙台湾および福島第一原発沖のマダラの食性を比較したところ、海域、体サイズク

ラス、時期によって大きく異なっていた(図 3, 4)。 

体重 1kg未満および 1kg以上のマダラが福島第一原発沖水深 250mで主に食べている餌生

物および 1kg 未満の個体が仙台湾の 40～80m 帯で食べている餌生物のセシウム濃度は非常

に濃度が低かった（図 5, 6）。その一方で、1kg以上の個体が仙台湾の浅海域で食べている

主要餌生物には、カレイ類やイカナゴ類といった比較的濃度の高い魚類が含まれていた（図

6）。 

 これまでの研究で東北海域のマダラは各年齢共に通常水深 200m以深の大陸斜面に分布し

ているが、2～6 月には一部の個体が仙台湾などの浅海域に移動回遊してくることが明らか

になっている（復興交付金の成果）。この移動回遊に関する知見と本研究の結果から、マダ

ラは、2～6 月に仙台湾から福島県沖の浅海域に回遊してくるときに放射性物質を取り込ん

でいると考えられた。2～6 月に浅海域に移動回遊するマダラのうち、1kg 以上の個体が食

べる生物のみセシウム濃度が高いために 1kg 以上のマダラの一部から高濃度のセシウムが
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検出され、1kg未満のマダラからは検出されないと考えられた。 

3. 残された課題 

 食性の結果は特定の時間断面に得られたものであるため、さらにデータを充実させると

ともに安定同位体の結果を併せ、季節や体サイズによる食性の違いが一時的ではないこと

を検証する必要がある。また、採集地点情報を充実させると共に移動回遊様式を明らかに

し、放射性物質の取り込み経路を検証する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. マダラの県別セシウム濃度 

の時系列変化 

0

50

100

150

1
2
0
4
0
1

1
2
0
6
0
1

1
2
0
8
0
1

1
2
1
0
0
1

1
2
1
2
0
1

1
3
0
2
0
1

日付

1
2
0
4
0
1

1
2
0
6
0
1

1
2
0
8
0
1

1
2
1
0
0
1

1
2
1
2
0
1

1
3
0
2
0
10

50

100

150

0

50

100

150

1
2
0
4
0
1

1
2
0
6
0
1

1
2
0
8
0
1

1
2
1
0
0
1

1
2
1
2
0
1

1
3
0
2
0
1

日付

1
2
0
4
0
1

1
2
0
6
0
1

1
2
0
8
0
1

1
2
1
0
0
1

1
2
1
2
0
1

1
3
0
2
0
1

図 2. 宮城県におけるマダラの放射性セシウム濃度 

の時系列変化（左; 1kg未満、右;1kg以上） 
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図 3. 平成 24年 4～6月、11月の福島第一原発沖 

大陸斜面におけるマダラの食性 
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図 5. 大陸斜面におけるマダラの主要餌生 

物のセシウム濃度 

図 6. 仙台湾におけるマダラの主要餌生物の 

セシウム濃度 
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1． 研究内容及び方法 

 アイナメは沿岸の岩礁域に生息し、小型の甲殻類や多毛類、小魚などを捕食する雑食性

の根魚である。平成 23年度二次補正事業で行われた調査では、複数個体から調整した測定

試料の放射性セシウム濃度に大きなバラつきが認められ（12～850Bq/kg-wet）、なんらかの

生態学的な要因により個体差が生じている可能性が示唆された。本課題では平成 24年 5月

から平成 25年 2 月にかけて、相馬双葉海域で 8回、いわき海域で 19 回行われた海産生物

調査において採取したアイナメを用いた。採取したアイナメは全長や採取した水深等の個

体情報を記録すると共に、各個体の筋肉部位から測定試料を調整して放射性セシウム濃度

を測定し、個体レベルで時系列的な推移を調査した。また、いわき海域で 7 月および 8 月

に行った餌料曳き調査で採取した小型甲殻類などと共に安定同位体分析を行い、食性につ

いても調査を行った。 

 

2． 平成 24年度進捗状況・成果 

 図１は平成 24 年 5 月にいわき海域において水深別（20ｍ域、50ｍ域、100ｍ域）に採取

したアイナメの放射性セシウム濃度と全長との関係である。水深 20ｍ域で採取したアイナ

メはすべての個体で 600Bq/kg-wetを超える高い値を示した。水深 20ｍ域で採取した標本群

と、50ｍ以深（50m 域、100m 域）で採取した標本群との間で放射性セシウム濃度について

統計的な検定を行った結果、有意な差が認められた（t-test: P < 0.01）。また、全長と放

射性セシウム濃度との間に明確な相関関係は認められず、いわき海域では生息する水深帯

がアイナメの放射性セシウム濃度に影響している可能性が示唆された。そこで、安定同位

体分析を行い、水深帯別の食性について解析を行った（図 2）。その結果、採取した時期に

関わらず、いわき海域の 20m 域に生息するアイナメは小型甲殻類や多毛類などのベントス

食性網に属する傾向が強いのに対し、50ｍ以深に生息するアイナメはプランクトン食物網

に属する傾向を示した。これらの安定同位体分析に供したアイナメの餌生物における放射

性セシウム濃度は、ベントス食物網の小型甲殻類で 3.0～25Bq/kg-wet、プランクトン食物

網のカタクチイワシで 1.7～2.0Bq/kg-wet となり、ベントス類の方がやや値が高い傾向を

示した。次に、いわき海域における 5 月の調査では沿岸域と比較して放射性セシウム濃度

が低い傾向を示した 50ｍ以深に生息するアイナメについて、相馬双葉海域の標本を加えて

時系列的な濃度変化を調査した（図 3）。その結果、一部の個体で外れ値とも言える高い値

を示す個体が出現したが、どちらの海域においても時間の経過と共に放射性セシウム濃度

は低下し、個体間のバラツキにも収束傾向が認められた。更に、いわき海域で 5月 21日に

課題番号 1-2-3 課題名：生態系における放射性物質濃度の移行経路（アイナメ） 
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採取した標本群と、11月 26日の採取した標本群との間で放射性セシウム濃度について統計

的な検定を行った結果、有意な差が認められた（t-test: P < 0.01）。同様に、相馬双葉海

域で 6月 26日に採取した標本群と、10月 25日に採取した標本群との間にも有意な差が認

められたことから（t-test: P < 0.01）、福島県沖の水深 50ｍ以深に生息するアイナメの放

射性セシウム濃度は順調に低下している事が認められた。次に、いわき海域の水深 20m 域

に生息するアイナメについても、放射性セシウム濃度の時系列的推移と全長との関係につ

いて解析を行った。その結果、2012年 5月には測定した全ての個体で 600Bq/kg-wetを超え

る高い値を示していたが、9月以降に測定した 47個体で基準値の 100Bq/kg-wetを超えたの

は 21 個体となり、放射性セシウム濃度は沿岸域でも低下傾向にある事が示された。また、

9 月以降に測定した 47 個体について全長と放射性セシウム濃度との回帰方程式を求めると

R2 = 0.442となり、相関係数のｔ検定の結果、弱い相関関係が認められた（図 4）。 

 これらの結果から、福島県におけるアイナメの放射性セシウム濃度は低下している傾向

が認められるが、いわき海域のごく沿岸部などでは餌生物となるベントス類の放射性セシ

ウム濃度が他の海域と比較してやや高い傾向にあり、沿岸部に生息するアイナメの放射性

セシウム濃度に影響を与えている可能性が示唆された。 

 

3． 残された課題 

 今回の個体別測定の結果から、福島県沖のアイナメにおける放射性セシウム濃度は順調

に低下している傾向が統計的にも認められたが、依然としていわき海域の浅海域で大型の

個体を中心に厚生労働省が定める放射性セシウム濃度の基準値（100Bq/kg-wet）を上回る

個体がみつかっており、今後、そのような個体の出現頻度がどのように推移していくのか

注意深く監視する必要がある。また、今回餌生物として解析を行った小型甲殻類等のベン

トスは四倉沖の砂泥域で採取したものであるが、沿岸部に生息するアイナメが摂餌してい

ると考えられる岩礁域のベントス類についても、更なる調査を行う必要がある。 
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図１. 平成24年5月にいわき海域で水深別に採取したアイナメの
個体別測定に基づく放射性セシウム濃度と全長との関係

*放射性セシウム濃度はセシウム134と137の合算値
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図2. いわき海域で水深帯別に採取したアイナメと餌生物の安定同位体分析
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図3. 水深50m以深で採取したアイナメの放射性セシウム濃度の時系列的推移
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1．研究内容及び方法 

 ババガレイは主に水深 50～450mの砂泥域や岩盤域に生息する底魚で、多毛類や端脚類な

どのベントスが主な餌生物である。本課題では平成 24年 5月から平成 25年 2月にかけて、

相馬双葉海域で 8回、いわき海域で 19回行われた海産生物調査で採取したババガレイを用

いた。採取したババガレイは全長や採取した水深等の個体情報を記録すると共に、各個体

の筋肉部位から測定試料を調整して放射性セシウム濃度を測定し、個体レベルで時系列的

な推移を調査した。また、平成 23年度の二次補正事業でババガレイと海底直上水の放射性

セシウム濃度との間に相関関係がみられたことを受け、平成 24年 7月に調査船蒼鷹丸の航

海で採取した海底土（表層 0～1cm）と近傍の海域で採取したババガレイのセシウム濃度と

の関係を調べた。 

 

2.平成 24年度進捗状況・成果 

 図 1は相馬双葉海域およびいわき海域で水深別（20ｍ域、50ｍ域、100ｍ域）に採取した

ババガレイの放射性セシウム濃度と全長との関係である。いわき海域では、7月に採取した

30個体中 14個体が厚生労働省の定める放射性セシウム濃度の基準値（100Bq/kg-wet）を上

回った。特に水深 50ｍ域では全長 327mm の個体から 440Bq/kg-wet が検出されるなど、10

個体中 9個体が基準値を上回った。しかし、9月以降に採取した 12個体の標本群で基準値

を上回ったのは 2個体のみで、7月に採取した 30個体の標本群との間には放射性セシウム

濃度に統計的な有意差が認められたことから、いわき海域のババガレイは放射性セシウム

濃度が低下している事が示された（t-test: P < 0.01）。一方、相馬双葉海域で採取したバ

バガレイは、6 月に水深 50ｍ域で採取した個体から検出された 33Bq/kg-wet が最高値で、

全 22検体で基準値を上回る値は検出されなかった。 

 図 2 はいわき海域で採取したババガレイと、そのごく近傍で 7 月に採取した海底土（表

層 0～1cm）との放射性セシウム濃度の関係である。複数個体から調整した試料を用いた昨

年度の結果と比較する目的で、各標本群の平均値から回帰方程式を求めると R2 = 0.7157と

なり昨年同様に相関関係がみられた（オレンジ色で表示）。また、個体別測定の結果に基づ

いて回帰方程式を求めると R2 = 0.3488となり、相関係数のｔ検定を行ったところ弱い相関

関係が認められた（黒で表示）。しかしながら、一回の調査で採取したババガレイの放射性

セシウム濃度にはかなりの個体差が認められることから、海底土（直上の有機懸濁物）が

ババガレイに与える影響は主にベントスなどの餌生物を介した間接的な関係であり、短期

課題番号 1-2-4 課題名：生態系における放射性物質濃度の移行経路（ババガレ

イ） 

研究機関・研究グループ名 中央水産研究所 海洋・生態系研究センター 放射能調査グル

ープ 

担当者職名・担当者名 任期付研究員・重信裕弥、研究員・藤本賢、任期付研究員・帰

山秀樹、任期付研究員・安倍大介、グループ長・小埜恒夫 
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間に大きく影響を与えるような関係ではないと考えられる。また明確な相関関係が認めら

れない要因の一つには、ババガレイも海底直上の有機懸濁物も時間の経過と共に事故直後

の影響を受けた海域から常に移動している事が関係していると考えられる。特に、当該海

域におけるババガレイは今回調査を行った水深 20ｍ域から、魚場のある水深 200ｍ以深ま

で幅広く分布しており、アイナメ等の根付き魚よりも移動範囲は比較的広いと考えられる。 

 

3．残された課題 

 今回の個体別測定の結果から、福島県沖のババガレイにおける放射性セシウム濃度は順

調に低下している傾向が統計的にも認められた。しかし依然として 11月にいわき海域で採

取した 2 個体から放射性セシウム濃度の基準値（100Bq/kg-wet）を上回る値が検出されて

おり、今後もいわき海域を中心に放射性セシウム濃度の推移と、基準値を上回るような個

体の出現頻度について注意深く監視する必要がある。 

 ババガレイなどの底魚と海底土（直上の有機懸濁物）の放射性セシウム濃度との間には、

ベントスなどの餌生物を介した間接的な関係があると推察される。これらの仮説について

科学的な検証を行うためには、いわきの沿岸域におけるベントス類の調査や、放射性セシ

ウムを含む海底土を利用した飼育実験などを行う必要がある。 
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図１. 2012年に福島県沖で採取したババガレイの個体別測定に基づく
放射性セシウム濃度と全長との関係

*放射性セシウム濃度はセシウム134と137の合算値
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1．研究内容及び方法 

 仙台湾を対象に平成 24 年 4 月〜平成 25 年 3 月にボンゴネットおよびソリネットにより

採集した動物プランクトンの放射性セシウム濃度を測定し、平成 23 年度放射能影響解明調

査事業により得られた結果と併せ、東京電力福島第一原子力発電所事故以降の当該海域に

おける動物プランクトンの放射性セシウム濃度の時系列変動を調査した。本報告書では分

析の終了している平成 24 年 11 月までの結果について述べる。また、福島県沖合海域にお

いては、平成 24 年 8 月に ORI ネットを用いた同様の調査を実施した。動物プランクトンの

放射性セシウム濃度(Bq/kg-wet)と同時に採取された海水の放射性セシウム濃度(Bq/kg)を

用い、濃度比を計算し、既往の濃縮係数(Concentration Ratio: CRWW)と比較した。さらに

植物プランクトンの放射性セシウム濃度を測定する目的で、平成 24 年 11 月に 147˚E の黒

潮流軸付近のクロロフィルピーク水深において現場濾過器観測を実施した。一方、仙台湾

においては平成 25 年 1 月から 2 月にかけて研究用海水を 100µm メッシュおよび 10µm メッ

シュでろ過し、植物プランクトンを大量に採集し放射性セシウムの分析に供した。また、

底魚を中心に現在も放射性セシウム濃度が高い傾向を示している福島県いわき市の沿岸域

2地点において、底魚の主要な餌生物の一つである小型甲殻類を餌料曳き船で採取し、同時

に採取された底魚から調整した筋肉部位の生試料と共に放射性セシウム濃度を測定した。 

 

2．平成 24 年度進捗状況・成果 

 図 1 に仙台湾および福島県沖合海域における動物プランクトンの放射性セシウム

(Cs-137)濃度を示す。なお、平成 23 年 6 月から平成 24 年 3 月までの結果は平成 23 年度放

射能影響解明調査事業により得られた結果である。一部試料は検出下限値を下回ったもの

の、多くの試料で放射性セシウムが検出された。調査期間を通し動物プランクトンの放射

性セシウム濃度は低下傾向にあったものの、地点間でのバラつきも大きかった。また、仙

台湾に比べ福島県沖合海域で濃度が低い傾向にあった。1-1-1 で述べた当該海域における海

水の放射性セシウム濃度について、動物プランクトンを採集した水深の平均値を用い、動

物プランクトンとの濃度比を求めた。環境（海水）の放射性セシウム濃度が定常状態にあ

り、環境と生物（動物プランクトン）の間で平衡状態が仮定できる場合に、この比は「濃

課題番号 1-2-5 課題名：動物プランクトンと底生小型甲殻類の放射性セシウム

移行経路と濃縮比 

研究機関・研究グループ名 中央水産研究所 海洋・生態系研究センター 放射能調査グル

ープ、東北区水産研究所 資源海洋部 海洋動態グループ、生

態系動態グループ、資源管理グループ 

担当者職名・担当者名 任期付研究員・帰山秀樹、任期付研究員・重信裕弥、任期付研
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研） 
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縮係数」と呼ばれる。本調査期間においては、1-1-1 で述べたとおり海水の放射性セシウム

濃度の時空間変動が大きく、環境の放射性セシウム濃度が非定常状態であるため、単に「濃

度比」と示す。海水の濃度と動物プランクトンの濃度比の関係を図 2 に示す。白丸および

黒丸で示した値は事故前の青森県沖および神奈川県沖のデータであり、両者の比が我が国

沖合太平洋における動物プランクトンの濃縮係数と見做すことができる。事故後、急激に

上昇した海水の放射性セシウム濃度は時間の経過とともに低下したが、動物プラクトンの

濃度比は上昇した後、一部試料では低下し、濃縮係数に近づきつつあった。これは海水と

動物プランクトンで放射性セシウム濃度の低下速度が異なることが要因の一つであると考

えられる。図 2 より海水の放射性セシウム濃度は低下し事故前の水準に近づきつつある一

方、動物プランクトンの放射性セシウム濃度は未だ事故前の水準には達していないことが

確認された。現場濾過器による外洋域の植物プランクトン試料からは放射性セシウムは検

出されなかった。放射性セシウムの海水 1kg あたりの存在量として、海水 で約 2mBq であ

ったのに対し、植物プランクトンとしては 0.1mBq 未満であった。すなわち、植物プランク

トンとしての放射性セシウムは溶存態放射性セシウムの 4％未満の存在量であった（表 1）。

一方、仙台湾で採取された植物プランクトン試料からは 40Bq/kg-wet 以上の高濃度の放射

性セシウムが検出された。その要因は不明であるが、今後、粘土鉱物などの無機態粒子の

混入の可能性などを検証する必要がある。 

 小型甲殻類については、観測の時間幅が未だ時系列解析を可能とする長さに至っていな

い事から、平成 24 年夏季の時点における濃度比に関する解析を行った。表 2にいわき市の

沿岸域 2 地点（四倉沖、勿来沖）で採取した小型甲殻類と、同時に採取した底魚の筋肉試

料における放射性セシウム濃度を示す。7 月に四倉沖で採取した小型甲殻類のエビジャコ、

サルエビ、キシエビ、ヒラコブシからは 7.8～25Bq/kg-wet の放射性セシウムを検出した。

同時に採取され、上述の小型甲殻類などを捕食していると考えられるホシザメ、コモンカ

スベ、マゴチ、マアナゴ、アカシタビラメ、ホウボウからは 11～220Bq/kg-wet の放射性セ

シウムを検出した。また、四倉沖よりも南側に位置する勿来沖で 8 月に採取したエビジャ

コ、サルエビ、キシエビからは 3.1～3.3Bq/kg-wet、同時に採取された底魚のアカシタビラ

メからは 51Bq/kg-wet の放射性セシウムを検出した。エビジャコ、サルエビ、キシエビの

寿命は最長でも 1 年半程度であり、今回の調査で採取した小型甲殻類は原発の事故後に産

まれた世代であると考えられる。その上で、ほぼ同時期に四倉沖と勿来沖で採取した小型

甲殻類中の放射性セシウム濃度に一定の差が認められたことは、直近の生息環境の違いが

影響していると考えられる。 

 調査海域における海水中の放射性セシウム濃度は 2mBq/kg であったので、小型甲殻類中

放射性セシウム濃度の海水に対する濃度比は 3900〜12500 の範囲となり、同時期の動物プ

ランクトンに比べて遥かに大きかった。一方少し季節ははずれるが、平成 24 年 10 月にい

わき沿岸付近で採取した海底土の表層 0～1cm における放射性セシウム濃度は数百

Bq/kg-dry のオーダーであり、いわき沿岸における小型甲殻類の放射性セシウム濃度は、海

底土中の放射性セシウム濃度に比べれば 1 桁以上低い。これらの事から、小型甲殻類はご
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く最近に海洋表層から底層へ沈降してきた植物プランクトン由来の有機物と、事故以前か

ら海底土中に滞留している古い有機物の双方を餌料として利用しており、この 2 種の餌料

の摂食比率の違いによって小型甲殻類中放射性セシウム濃度に大きな地域・時期間差が発

生していると考えられる。 

 

3．残された課題 

 動物プランクトンの放射性セシウム濃度の時空間変動について、分類群組成などとの関

係を解析する必要がある。また、海水と動物プランクトンの濃度比について、調査を継続

し、事故前の水準に達する過程を確認する必要がある。さらに、仙台湾で得られた植物プ

ランクトン試料について種組成などを明らかにする必要がある。 また、底魚と餌生物の濃

度比については、今回調査を行った砂泥域に生息する小型甲殻類に加え、多毛類や、岩礁

域の餌生物についてもその関係を調査する必要があるが、それらの餌生物は今回調査を行

った餌料曳きによる採取が困難なため、調査方法を新たに検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 福島県周辺海域〜常磐海域の動物プランクトンの Cs-137 濃度. 緑および赤の凡例は

仙台湾, 青の凡例は福島県周辺海域の結果. 「—」の凡例は不検出であったため, 検出下限

値を表す. 
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図 2. 福島県周辺海域〜常磐海域における海水の Cs-137濃度と動物プランクトンの濃度比

の関係. 緑および赤の凡例は仙台湾, 青の凡例は福島県周辺海域の結果. 「—」の凡例は不

検出であったため, 検出下限値を表す. 白丸は 2005年および 2006年の青森県沖の結果 

(Kaeriyama et al., 2008), 灰色の丸は 1992年の神奈川県沖の結果 (Tateda 1998). 
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表 1. 福島県東方海域における海水および植物プランクトンの Cs-137 濃度. 植物プランク

トンはクロロフィルピーク近傍の水深にて現場濾過器により採集した 2種のフィルターを

測定. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*セシウム134と137の合算値（単位：Bq/kg‐wet） 

種名 採集海域 採集日 セシウム合算値* 

エビジャコ 

小型甲殻類 

四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 11 

サルエビ（大型） 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 18 

サルエビ（小型） 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 25 

ヒラコブシ 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 13 

キシエビ 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 7.8 

ホシザメ 

底魚 

四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 71 

コモンカスべ 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 220 

マゴチ 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 140 

マアナゴ 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 68 

アカシタビラメ 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 79 

ホウボウ 四倉沖（水深10m域） 2012/7/20 11 

サルエビ 

小型甲殻類 

勿来沖（水深10m域） 2012/8/8 3.2 

エビジャコ 勿来沖（水深10m域） 2012/8/8 3.3 

キシエビ 勿来沖（水深10m域） 2012/8/8 3.0 

アカシタビラメ 底魚 勿来沖（水深10m域） 2012/8/8 51 

表2. 福島県いわき市沖の沿岸域で採取した小型甲殻類と底魚の放射性セシウム濃度 
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1．研究内容及び方法 

平成 24年 8月〜12月の間に福島県水産試験場等において、放射性セシウム（以下 Csと

表記する）の汚染がないヒラメ幼魚（全長約 130mm、体重約 20g）を、0.5 トン円形水槽を

用い地先自然海水掛け流しによる飼育を行ない、乾燥魚体粉末試料を用いて作製した既知

濃度（300 または 100Bq/kg-dry）の Cs を含む餌料を給餌することにより魚体内に Cs を取

り込ませた後、低濃度 Cs（30Bq/kg-dry）または Csを含まない飼料を給餌することで Csの

体内への移行と排出についての違いを調べた。 

 飼育に用いた Cs 含有餌料は、本事業等のモニタリング調査で得られた高 Cs を含む魚類

筋肉を 65℃で乾燥させ、複数魚種の乾燥粉末（200～900Bq/kg-dry）を一定の割合で市販の

稚魚用粉末試料と混合し、少量の水を加え練り混ぜた。直径 5mm の棒状に整形し、65℃で

乾燥させた後細断し試料を作製した。 

 

2．平成 24年度進捗状況・成果 

ヒラメの飼育試験の取込み期間開始

時（8月 21日）の水温は 20℃であり、

その後 20～25℃で安定していた。取込

み期間の最後（11月 6日）には 17℃ま

で低下した。排出試験では第３週目まで

は飼育水温が 15℃以上を維持していた

が、その後は 12～13℃で推移した。飼

育水中の Cs 濃度は飼育試験開始前の平

成 24年 5月 7日では 240mBq/kg（Cs-134

と Cs-137 の合計値）であったが、その

後徐々に減少し、ヒラメの飼育開始時の 8月 13日には 120mBq/kgまで低下した。10月以降

は最大で 105、最小で 26mBq/kg の濃度で推移していた。図１に飼育期間の試験魚体重の変

化を示す。市販餌料と Cs添加試料２種との間で成長に差はなく、試験開始時の 20gから取

込み期間終了時の約 110gまで増加した。排出試験期間中は、開始から 4週間程度は差が見
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図 1．飼育期間の試験魚体重の変化 

49



られなかったが、それ以降は取込み 300Bq - 排出 0Bq 区を除き増重が鈍り、成長は停滞し

た。ヒラメの摂餌率（投餌量－残餌量から推定）は、取込み試験期間中の試験区で 1.6～1.0%、

対照区で 1.8～1.2%であったが、排出試験期間中は、1.0から 0.2%へと大きく低下した。 

 図２にヒラメ幼魚の Cs 取込み過程の変化

を示す。試験開始時は魚体が小さいため個体

ごとの筋肉部位でのγ線分析は、7200 秒の

測定時間では十分な Cs のピークを得られな

いと考えられたため魚体全体での測定とし

た。飼育開始 2 週間後には魚体全体中の Cs

濃度は 100Bq区で 12～22、 300Bq区で 34～

47Bq/kg-wet まで上昇した。100Bq 区ではそ

れ以降ほぼ横ばいに推移し、8 週間後に最大

値 20～28 (平均 24)Bq/kg-wet となった。

300Bq 区では 4週間後に最大値 48～61 (平均 55)Bq/kg-wetとなった。試験期間を通じ個体

間の測定値には魚体全体中の Cs濃度として 10～20Bq/kg-wetの差が見られた。この個体差

は摂餌量の違いに起因するものと考えられたが、個体差があることで試験魚の Cs濃度が平

衡状態に達したかの判断を難しくしている。取込み試験終了時の 11週目には餌料乾燥重量

当たりの Cs濃度と飼育魚筋肉中の湿重量当たりの Cs濃度の比は、100, 300Bq区の両方で

5:1程度となった。 

 排出試験では低濃度

Cs 含有区と無 Cs 区を

設定し、餌中の Cs濃度

の違いが排出過程に及

ぼす影響を調べた（図

3）。排出試験開始時に

はヒラメ魚体は全長

200mm、体重 110g 程度

となっていたため、筋

肉試料を調製しγ線測

定に供した。取込み過

程では魚体全体を測定

対象としていたため、

排出試験の 1 週目では

セシウム濃度が上昇し

ているように見えるが、

これは測定部位の違い

によるものと考えられる。取込み 300Bq 区では、無 Cs 試料区では試験開始後 1 週目の

図 2．ヒラメ全体中の Cs濃度変化（取込み） 

図

図 3．ヒラメ筋肉中の Cs濃度変化（排出試験） 
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70Bq/kg-wetから 7週目の 50Bq/kg-wetまで緩やかに低下したものの、低濃度 Cs含有区で

は個体差が大きいため Cs の排出過程の評価が困難であった。取込み 100Bq 区でも無 Cs 試

料区では試験開始後 1 週目の 30Bq/kg-wet から 4週目には 20Bq/kg-wet まで緩やかに低下

し、その後はほぼ一定で推移した。取込み 100Bq 区、低濃度（30Bq）排出区では排出試験

第１週目から Cs濃度はほぼ横ばいであり、Csの排出が見られなかった。排出試験ではいず

れの試験区でも第４週以降は Csの排出が抑制されたが、これは飼育水温が低下したため試

験魚の代謝が落ちたことに起因すると推察された。 

 

3．残された課題 

 ヒラメ等魚類の飼育試験については、特に餌からの取込み排出を観測する場合に、摂餌

量や回数の違いにより同一の試験区内においても大きな個体差を生じることが取込みおよ

び排出過程の解析を困難にしている。このことを解消するためには、同一の個体について

経時的に放射能測定を行ない、Cs の取込みから排出までを観測できる技術開発が必要と考

えられる。このためには短時間で放射能測定を完了することが重要であることから、試験

魚中の Cs濃度を高く設定する必要があると考えられる。 
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1．研究内容及び方法 

生息環境の底質に含まれる Cs の魚体への移行を明らかとするために、異なる Cs 含有量

の底質（相馬市松川浦内から採取した砂もしくは泥）を敷いた 0.5t 円形水槽に Cs 汚染が

ないヒラメ幼魚（全長約 200mm、体重約 90g）を収容し、地先自然海水掛け流しにより飼育

した。また、ヒラメ種苗を福島県海面への放流する場合を想定し、放射性物質に汚染され

ていないヒラメ種苗を福島県海面に放流した際に、どのように放射性物質が取り込まれて

いくかを解明するため、小名浜港内にケージを設置して飼育を行い、定期的に取り上げて

Cs 濃度を測定した。あわせて、環境調査として海底土壌のサンプリング及び広田式ソリネ

ットを用いた餌料生物調査を月 1回実施した。 

 ケージの設置は福島水試前浜の小名浜港内水深 4mの海底とし、8月 22日にケージ（1.5 x 

1.5 x 0.5 m）を 2基設置してヒラメ人工種苗（全長 130mm, 体重 19g）120尾を収容した。

9月 12日に 10尾を取り上げ魚体測定後に、胃内容物の解析を行ない、筋肉部の Cs濃度測

定のための試料調製を行なった。 

 試験は福島県水産試験場にて実施し、放射能測定はヒラメ筋肉を中央水産研究所、海底

土壌を福島県水産試験場が行なった。放射能測定は生試料を U-8 容器に充填し、ゲルマニ

ウム半導体検出器によりγ線分析を行なった。 

 

2．平成 24年度進捗状況・成果 

底質の影響予備試験に用いた Cs を含んだ泥と砂は、試験開始時にそれぞれ 130Bq、47Bq 

/Kg-dryであったものが 14日目に 49、31Bq /kg-dryとなり、その後は 30～50Bq/kg-dryで

推移した。ヒラメ筋肉の Cs 濃度は、14 日目以降の測定ではほとんどが検出限界値未満で、

参考値としては 2～5Bq/kg-dryであったことから、100Bq /kg-dry程度の底質からの影響は

ほとんどないものと推察された。 
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ケージ試験については、飼育 21日後の 9月 12日に取り上げた 10個体（全長 132mm, 体

重 17g）からは放射性セシウムは検出されなかった。この飼育期間に、平均体重は減少して

おり、肥満度は 21.1 から 18.4 に低下した。胃内容物からはヨコエビ類がわずかに確認さ

れたのみであった。 

餌料生物の１m2あたり個体数は、9 月 12 日調査ではヨコエビ亜目 46.7、アミ目 7.0、エ

ビジャコ 2.6であった。10月 26日ではヨコエビ亜目 2.3、アミ目 6.2、エビジャコ 1.3と

非常に少なかった。 

飼育期間中のケージ設置海底土壌の Cs 濃度は、設置時 39.0、21 日後 13.4Bq/kg-wet で

あった。10月 5日に天候不良により設置ケージが破損、流出してしまった。11月５日にケ

ージを再設置して 60 個体を収容したが、翌年 2 月 28 日に確認した際には、生存するヒラ

メはいなかった。 

 

3．残された課題 

 ヒラメの放流場所は外洋に面した浅い海域であり、アミ類が豊富である。ただし、ケー

ジを設置することは不可能であることから港内を選択したが、餌料環境が悪い上にケージ

を流失してしまった。放流種苗の追跡調査や天然稚魚の Cs濃度の測定が必要である。 

  

図 1．底質種類別ならびにヒラメ筋肉の Cs濃度 
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1．研究内容及び方法 

放射性セシウムに高濃度に汚染された福島県沿岸の魚類を対象に、飼育条件を変えて飼

育することにより放射性セシウム濃度の経時変化を把握し、排出を促進する飼育環境条件、

蓄養条件を明らかにする。 

（試験１：シロメバル排出試験） 

福島県沿岸南部の漁港で平成 24年 6月に採集した高 Cs濃度のシロメバル 60個体を用い、

飼育条件（水温、流速等）の飼育条件を変えて排出速度の変化を調べた。 

 高水温区は投げ込み式ヒーターで自然海水＋10℃を目標に加温した。流水区はポンプで

回転方向の水流（水槽外周の流速 5cm/s）を作った。水温は自然海水とした。対照区は自然

海水の水温、水流なしとした。3区とも無給餌で飼育した。 

 飼育には 0.5m3黒色ポリエチレン水槽を使用し、各区 18 個体収容した。背鰭鰭条を切除

することで個体を識別した。 

6 月 6 日から試験を開始して 42 日間飼育を行い、14 日ごとに 3 回取り上げて筋肉を Cs

測定の検体とした。 

（試験２：シロメバルの取り込み、排出及びアイナメの排出試験） 

 福島県沿岸南部の漁港で平成 23年秋に採集し、天然餌料（イカナゴ、ホッキ内蔵等）を

与えて約１年間飼育したシロメバル 36 個体、アイナメ 20 個体を使用し、シロメバルにつ

いては取り込み及び排出、アイナメについては排出試験を行った。シロメバル汚染餌料区

は、100Bq/kg-dry の Cs 含有餌料を給餌し、15℃に加温した。シロメバル高水温区は 25℃

を目標に加温し、オキアミを給餌した。対照区はオキアミ給餌、15℃とした。 

 アイナメはシロメバル対照区と同様の飼育を行った。 

飼育には 0.5m3黒色ポリエチレン水槽を使用し、シロメバルは各区 12 個体、アイナメは

20個体収容した。背鰭鰭条を切除することで個体を識別した。12月 5日から試験を開始し

て 90日間飼育を行い、61日、90日に半数ずつ取り上げて筋肉を Cs測定の検体とした。 

 飼育に用いた Cs 含有餌料は、本事業等のモニタリング調査で得られた高 Cs を含む魚類

筋肉を、市販の配合飼料と混合し再整形することにより作製した。65℃で乾燥させた複数
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魚種の乾燥粉末（200～900Bq/kg-dry）を一定の割合で市販の稚魚用粉末試料と混合し、少

量の水を加え練り混ぜた。直径 5mm の棒状に整形し、65℃で乾燥させた後細断し試料を作

製した。 

 飼育試験は福島県水産試験場にて実施し、放射能測定は中央水産研究所が行なった。放

射能測定は基本的には生試料を U-8 容器に充填し、ゲルマニウム半導体検出器により測定

時間 7,200秒でγ線分析を行なった。 

 

2．平成 24年度進捗状況・成果 

（試験１：シロメバル排出試験） 

 飼育水温の平均は、高水温区 26.8℃、水流区 17.6℃、対照区 17.5℃であった（図 1）。 

 肥満度は全区低下し、高水温区が最も大きく低下した（図 2）。 

 筋肉中の Cs濃度は、試験開始時は平均で 36.0 ±27.5Bq/kg-wet (n=6)であった。 

対照区では６週間後の試験終了時に 27.2±7.0Bq/kg-wet (n=6)まで筋肉中の Cs濃度が低

下した。高水温区、流水区ではそれぞれ 25.7±2.1、21.4±8.0Bq/kg-wet (n=6)であり、こ

れらは対照区と有意な差はなかった（P>0.1）（図 3）。飼育期間をより長くして行なうこと

で、飼育条件の差が明確になると考えられた。 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．飼育水温 

 

図 2．肥満度の変化 
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 図 3. 放射性 Cs濃度の変化 

 

 

（試験２：シロメバルの取り込み、排出及びアイナメの排出試験） 

飼育水温の平均は、高水温区 18.9℃、汚染餌料区及び対照区 14.5℃、アイナメ区 14.4℃

であった（図 4）。 

 シロメバル筋肉中の Cs濃度は、試験開始時は平均 64.0±39.3Bq/kg-wet (n=11)であった。

61 日後の Cs 濃度は、汚染餌料区 39.2±12.3、高水温区 35.7±16.1、対照区 45.4±

16.4Bq/kg-wet (n=6)であった。さらに 90日後の Cs濃度は、汚染餌料区 55.3±18.8、高水

温区 37.0±10.8、対照区 50.0±16.4Bq/kg-wet (n=6)であった。 

  汚染餌料区は１個体あたり平均 30.4g の餌料を摂餌し、魚体重から 27.8Bq/kg-wet 増加

すると計算されたが、Cs 濃度の上昇はみられず、試験１同様、試験開始時及びすべての試

験区において個体差が大きく、明確な傾向が認められなかった（図 5）。 

 アイナメ筋肉中の Cs 濃度は、試験開始時は平均 24.3±8.8Bq/kg-wet (n=10)であった。

61日後の Cs濃度は、16.3±4.2Bq/kg-wet (n=10)に低下した。さらに 90日後の Cs濃度は

12.6±3.0Bq/kg-wet (n=9)に低下し、生物学的半減期は 99.0日であった（図 6）。 
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図 4. 飼育水温（試験２） 

 

 

 

 

3．残された課題 

 試験開始時に Cs濃度が均一な試験魚を準備し、低下傾向を把握する際に個体差による影

響が出ないようにすることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 放射性 Cs濃度の変化 

（試験２アイナメ） 

図 5. 放射性 Cs濃度の変化 

（試験２シロメバル） 
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1．研究内容及び方法 

 ウバガイ（以後、ホッキガイ）の Cs濃度の年間を通じた季節変動を明らかとするととも

に、組織ごとに Cs濃度を測定することで Cs取込み特性を明らかとすることを目的とした。

福島県南部地先でホッキガイを定期的に採取し、ホッキガイ全体(殻を除去したむき身全体、

以後、軟体部) に取り込まれた Cs濃度（Cs-134と Cs137の合計）の時期別推移と部位別の

Cs 濃度の変化を調べた。さらに同じホッキガイを陸上飼育施設で、市販砂を敷く、もしく

は砂なし水槽で地先自然海水掛け流しにより蓄養し、Cs濃度の経時変化について調査した。 

 飼育試験は福島県水産試験場にて実施し、放射能測定は中央水産研究所が行なった。放

射能測定は基本的には生試料を V-3 もしくは U-8 容器に充填し、ゲルマニウム半導体検出

器により測定時間 7200秒でγ線分析を行なった。 

 

2．平成 24年度進捗状況・成果 

福島県南部地先で採取された天然試料のホッキガイ軟体部の Cs濃度は 9月から 1月下旬

までほぼ横ばい傾向にあり、その後時間経過とともに減少していった（図 1）。1 月期にお

けるホッキガイ 10個体の殻長は 91～103mm、軟体部の重量は 46～58gの範囲であった。こ

れらの軟体部中の Cs濃度は 126～237Bq/kg-wet の範囲であり、個体差があることが分かっ

た。Cs濃度と肥満度については弱い相

関（r=0.29）が見られた。市販砂を敷

くもしくは砂なし水槽で蓄養した 1月

期の試験では、ホッキガイ軟体部中 Cs

濃度は、砂床条件によらず低下傾向が

みられ、2週間程度で 100Bq/kg-wet未

満となった。5 月、7 月により詳細に

排出過程を観測したところ、2 回の試

験とも蓄養開始直後の 1日目で大きく

低下し、その後は横ばいで推移する傾

向がみられた（図 2）。 

課題番号 2-4 課題名：ホッキガイ蓄養試験 

研究機関・研究グルー

プ名 

中央水産研究所 海洋・生態系研究センター 放射能調査グル

ープ、福島県水産試験場 

担当者職名・担当者名 研究員・藤本賢、任期付研究員・帰山秀樹、研究開発専門員・

輿石裕一、任期付研究員・重信裕弥、任期付研究員・安倍大介、
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図 1 ホッキガイ中の Cs濃度の季節変動 
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平成 23年の 10月に採取され

たホッキガイでは、足の Cs濃度

が最も高く、次いで外套膜と閉

殻筋等の組織、内臓と桿晶体の

順であった（図 3）。ところが平

成 24年 1月に採取されたホッキ

ガイを足・着色部、足・基部、

閉殻筋、水管・外套膜、鰓、内

臓(消化管内容物、桿晶体含む)、

貝殻にわけて Cs 濃度を調べた

ところ、消化管内容物を含む内

臓試料が他より極めて高く、次

いで筋肉組織の多い足部、鰓で

あった。この Csの組織への分布

傾向は 1月から 7月までの期間

で同様の傾向を示し、さらに時

期とともに減少傾向がみられた

（図 4）。調査期間を通じて貝殻

中の Cs濃度は低く推移した。 

 平成 24年2月に採取した天然

のホッキガイを 1月の試験と同様の蓄養方法で飼育し、2週間後に解剖し組織ごとに Cs濃

度を測定した。一定期間飼育することで内臓(消化管内容物含む)の Cs濃度は大きく低下し

た（図 5）。この低下に砂床条件による違いはみられなかった。内臓以外の部位では Cs濃度

は蓄養試験開始でも比較的低く、蓄養による顕著な低下傾向はみられなかった。これらの

試験結果から、天然のホッキガイ軟体部における 1月期の Cs濃度の上昇は、摂餌活動が活

発になることで環境中の Cs濃度の高い物質を消化管内に取り込むことによるものと判断さ

れる。取り込まれた Csを含む物質は 2週間程度蓄養することで速やかに排出されたことか
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図 2 飼育試験によるＣｓ濃度の変化 

図 ３ ホッキガイにおける組織ごとの Cs濃度の季節変動 
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ら、天然海域で採取されたホッキガイを適切に蓄養することで Cs濃度を低下させることが

可能であることが実証された。 

 

3．残された課題 

 ホッキガイについては本年度に測定した後凍結保存している試料を用いて、内臓および

消化管内に含まれる Cs濃度を高くしている原因物質について、消化管内の顕微鏡観察等を

行なうとともに内容物の分画を検討し、詳細に解析することが必要である。 

 

図 ４ 各組織の Cs濃度の季節変動 

図 5 飼育試験による部位別 Cs濃度の変化 
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1．研究内容及び方法 

キタムラサキウニ（以下、ウニ）に異なる Csを含む海藻を給餌し、給餌量と残餌量を記

録することで摂餌と Csの減衰の関係を明らかとすることを目的とした。飼育実験は平成 24

年 10月 25日に福島県いわき市北部で採集されたウニを用い、平成 24年 11月 6日～平成

25年 1月 8日に行った。試験区は Cs-137を含むいわき市沿岸で採取されたアラメを給餌す

る区（Cs汚染餌区）と Cs-137を含まない乾燥コンブを給餌する区（非汚染餌区）の 2区を

設定した。各区にウニ 150 個体を収容し、福島県いわき市下神白地先で揚水された濾過海

水をかけ流し、0.5t水槽で飼育を行った。 

ウニ生殖腺は実験開始時に 30 個体、その後、各区から 2 週間おきに 30 個体を採取し、

Cs-137濃度を測定した。また、各区から週に 2回、フンと残餌を採取し Cs-137濃度の測定

を行った。Cs-137 濃度の測定は、すべて独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究

所において、公定法にしたがいゲルマニウム半導体検出器を用い行った。 

 

2．平成 24年度進捗状況・成果 

ウニ生殖腺における Cs-137 濃度

は実験開始時に 163Bq/kgであり、2

週間経過時の値は Cs 汚染餌区が

170Bq/kg、Cs非汚染餌区が 113Bq/kg

であった(図 1)。その後、ウニ生殖

腺 Cs-137濃度は Cs汚染餌区で 112

～161Bq/kg、非汚染餌区で 139～

303Bq/kgで変化した。平成 23年に

実施した同様の飼育実験では、ウニ

生殖腺の Cs 濃度は実験開始から継

時的に減少したが、本研究ではその
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図 1．Cs 汚染餌区と非汚染餌区におけるウニ生殖腺

Cs-137濃度と経過日数の関係 
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ような傾向は確認できず、時間経過

と Cs 減少の関係は両区とも不明瞭

であった。 

ウニのフンにおける Cs-137 濃度

は実験開始時には 34Bq/kgであった

（図 2）。その後両区とも経時的に値

は減少し、24 日経過時には Cs 汚染

餌区が 2.3Bq/kg、非汚染餌区が 2.1 

Bq/kg まで低下した。その後、ウニ

フンの Cs-137は不検出が多くなり、

ウニフンにおける Cs-137 濃度は経

過時間的な減少が確認された。 

 

3．残された課題 

ウニ生殖腺の Cs-137濃度が本研究で下がらなかった要因の分析。Cs汚染餌・非汚染餌給

区において、Cs-137の値に差が出なかった要因の分析。 

 

 

図 2．Cs 汚染餌区と非汚染餌区におけるウニフン

Cs-137濃度と経過日数の関係 
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課題番号：3-1 課題名：内水面水生生物への放射性物質の影響調査 

水生生物とその生息環境における放射性物質濃度の経時変化と

魚類への移行過程 

研究機関・研究グループ

名 

独立行政法人水産総合研究センター増養殖研究所内水面研究

部、資源増殖グループ、生態系保全グループ、 

中央水産研究所海洋・生態系研究センター放射能調査グループ、

福島県内水面水産試験場 
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1. 研究内容及び方法 

平成 23 年から平成 24 年に水産庁・環境省等が公表した魚類放射性物質濃度の変化を整

理して約 2 年間における淡水魚での放射性セシウム濃度の推移の概要を把握するとともに

空間線量率との関係を解析した。平成 24 年 7、9、11 月に福島県の 3 湖沼（はやま湖、秋

元湖、田子倉湖）及び平成 24年 5，8，10月に 5河川（新田川、木戸川、阿武隈川、鮫川、

阿賀川（大川））において淡水魚、水、底泥、落ち葉、餌生物（付着藻、昆虫）等を採集し

た（図 1）。これらの試料は放射性物質濃度を測定するとともに一部食物網を知るための安

定同位体分析に用いた。なお、調査水域は、早川氏（群馬大学）のとりまとめ等を参考に

して、流域に蓄積した放射性物質量が異なると推定された水域から選定した。 

 

2. 平成 24年度進捗状況・成果 

1) 進捗状況 

公表データを用いて魚種別の放射性物質濃度の推移及び空間線量率との関係を解析した。

各湖沼・河川における魚類等の採集は計画通りに終えた。 
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図 1. 調査水域 

 平成 23年度及び 24年度に魚体中放射性セシウム濃度測定のために魚類を採集した水域

を示す。平成 24年度は、赤字で示した福島県下 3湖沼、5河川を調査水域とした。福島県

下の河川では主にアユを採集した。湖沼では、コイ科魚類、サケ科魚類、ワカサギ、コク

チバス等を採集した。  

2011 年 4 月上旬、国・自治体による高さ 1m・

0.5m 計測を中心とした放射線量 

田子倉湖 

はやま湖 

新田川アユ 

鮫川アユ 

阿賀川(大川)

アユ 

阿武隈川（伊達市／福島市）アユ 

木戸川アユ 

檜原湖／秋元湖 

ワカサギ／ヤマメ 

64



2）24年度成果 

福島県周辺水域におけるアユの放射性セシウム濃度の変化  

アユの放射性セシウム濃度は、平成 23 年には 100Bq/kg-wet を越える水域が福島県、宮城

県、栃木県、茨城県、群馬県など広範囲で認められたが、平成 24年には大きく減少し、福

島県の一部を除く地域では基準値（100Bq/kg-wet）越える水域はほとんどみられなかった

（図 2）。アユは寿命 1 年で、春から秋の半年は河川で生活するものの、冬の半年は沿岸域

で生息している。沿岸生活期はカタクチイワシ等のシラス期と類似する生態を有する浮魚

である。海産魚でも浮魚の放射性セシウム濃度は著しく低下した。従って、アユは河川内

での継続的な被曝を受けず、かつ、河川内の底泥や餌（付着藻類）の放射性物質濃度も低

下したため、多くの水域でアユの放射性セシウム濃度が大きく低下したものと推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 アユの放射性セシウム濃度の時間変化（公表データより作図） 

          縦軸：放射性セシウム濃度  (Bq/kg-wet  Cs-134,137合計値) 
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福島県第一原子力発電所近接水域におけるアユの放射性セシウム濃度 

今回の調査によって福島県の新田川、木戸川、阿武隈川などでは平成 24年 5月にも河川底

泥中のセシウム濃度が比較的高く（表 1）、7～8月のアユの放射性セシウム濃度が基準値

（100Bq/kg-wet）を越える個体が存在することが明らかになった（図 3）。従って、これら

の水域では、河川内で継続的な汚染が続いていると推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 水系別にみたアユの放射性セシウム 137 濃度 

表1.  福島県下における 5月の河川底泥中での放射性セシウム濃度 
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図 4 ワカサギにおける放射性セシウム濃度の時間変化（公表データより作図） 

縦軸：放射性セシウム濃度 (Bq/kg-wet  Cs-134,137合計値) 

 

福島県周辺水域におけるワカサギならびにサケ科魚類等の放射性セシウム濃度の変化 

ワカサギでは、平成 23年には基準値（100Bq/kg-wet）を越える水域が見られたが、減少傾

向にあり、平成 24年には群馬県赤城大沼を除く湖沼で基準値以下に低下した（図 4）。他方、

イワナやヤマメなどマス類では、依然として高レベルの放射性物質が検出されている（図 5）。

さらに、ヒメマス、コイ・フナ類、ウグイ、ナマズ、ウナギから平成 24年にも基準値を超

える放射性セシウムが検出された事例が公表されている。しかし生活史のほとんどを海洋

に依存するサケでは、基準値を超える放射性物質は検出されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

2011/04/01 2011/07/10 2011/10/18 2012/01/26 2012/05/05 2012/08/13 2012/11/21 2013/03/01 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

4/1/2011 7/10/2011 10/18/2011 1/26/2012 5/5/2012 8/13/2012 11/21/2012 3/1/2013 

ワカサギ 福島 

栃木・茨城・群馬 

■ 桧原湖 

■ 赤城大沼 

67



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 イワナ・ヤマメにおける放射性セシウム濃度の時間変化（公表データより作図）縦軸：

放射性セシウム濃度 (Bq/kg-wet  Cs-134,137合計値) 
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福島県周辺水域における養殖魚の放射性セシウム濃度の変化 

養殖魚（イワナ・サクラマス（ヤマメ・アマゴ）、ギンザケ、ニジマス、シナノユキマス、

ウグイ、フナ類、コイ、ドジョウ、モツゴ、ホンモロコ、ナマズ、ウナギ）では、ほとん

どの地域で基準値を超える放射性物質は検出されていない（図 6）。なお、一部ドジョウや

ホンモロコから基準値を超える放射性物質が確認されたが、これらは粗放的に飼育された

ものである。配合飼料を与えた通常の養殖魚からは基準値を超える放射性物質の蓄積は起

らないものと推定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 養殖魚（イワナ・サクラマス（ヤマメ・アマゴ）、ギンザケ、ニジマス、 

シナノユキマス、ウグイ、フナ類、コイ、ドジョウ、モツゴ、ホンモロコ、 

ナマズ、ウナギ）における放射性セシウム濃度の時間変化（公表データの整理・ 

解析により作図）。縦軸：放射性セシウム濃度 (Bq/kg-wet  Cs-134,137合計値) 

 

福島県周辺水域における魚類の放射性セシウム濃度と空間線量率との関係 

福島県周辺水域における地上 1mにおける空間線量率の分布を図７に示した。公表データに

基づく福島県の河川・湖沼における魚類の放射性物質濃度と空間線量率との関係を図 8に

示した。魚体中の放射性セシウム濃度と空間線量率との間には正の相関関係が認められた。

空間線量が概ね 0.1μSv/h 以上の環境では、魚から基準値を超える放射性物質が検出され

る可能性が高いものと推定された。 

高レベルの放射性物質が検出された養殖魚は、 

餌として天然由来のものを食べていた 
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図 7 福島県周辺水域における空間線量率の分布（公表データ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 魚類の放射性物質濃度と空間線量率との関係 

（中禅寺湖水系は実測値、福島県下の値は公表データを用いた） 

      縦軸：放射性セシウム濃度 (Bq/kg-wet  Cs-134,137合計値) 
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魚種別の放射性セシウム濃度の差異 

環境省が実施したモニタリング調査によると、福島県の秋元湖ではイワナやコクチバス、

猪苗代湖ではイワナ属やサクラマス、はやま湖ではコクチバスやナマズの放射性セシウム

濃度が高かった（図 9）。これより同じ湖の中では、放射性セシウム濃度は、魚食性の強い

魚種が高くなる傾向があることが分かる。本調査の測定においても、平成 25年 6月 28日

の秋元湖における放射性セシウム濃度（Bq/kg-wet）は、コクチバス：622、ブルーギル：

420、フナ：287、イワナ：233、ウグイ：266、コイ：13であった。また、はやま湖のコク

チバスは図 9の右上（赤丸）で示したように 4000Bq/kg-wetを超える高い値を示している。

これより魚食性が強いコクチバスやイワナ等の放射性セシウム濃度が高く、食物連鎖（餌

生物）を介した放射性セシウムの魚類への移行があったことが示唆された。 

 

 

  

図 9  福島県の湖沼における放射性セシウム濃度（環境省公表データより作図） 

    図の右上のはやま湖におけるコクチバスのデータは、本事業で測定） 

    縦軸：放射性セシウム濃度 (Bq/kg-wet Cs-134,137合計値) 
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